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（午前 ９時５９分 開議） 
◎開議宣告 

○議長（荒木正光君） 皆さんおはようございます。ただいまから令和５年第１回新冠町

議会定例会第２日目の会議を開きます。 
 

◎議事日程の報告 
○議長（荒木正光君） 議事日程を報告致します。 
本日の議事日程は、御手元に配付した印刷物のとおりであります。 
 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
○議長（荒木正光君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、９番、須崎栄子議員、１０番、

芳住革二議員を指名いたします。 
 
   ◎日程第２ 行政執行方針 
○議長（荒木正光君） 日程第２、行政執行方針を行います。 
 初めに、町長より行政執行方針を述べたい旨の申し出がありますので、これを許します。 
 鳴海町長。 
○町長（鳴海修司君） 令和５年第１回定例会の開会にあたり、新年度の町政執行に関す

る基本方針と施策の概要を申し上げます。 

私は、町民の皆さまからの負託により町政をお預かりさせていただき、２期目の２年が

過ぎようとしております。これまでの間、依然として私たちの暮らしに影響を及ぼしてい

る、新型コロナウイルス感染症への対応は４年目を迎えております。さらに、ロシアによ

るウクライナ侵攻を発端とした原油価格や原材料価格の上昇による物価高騰は、私たちの

生活を益々、厳しいものとしております。このような状況の中、政府は本年５月８日から

新型コロナウイルス感染症の分類を現在の２類相当から季節性インフルエンザなどと同じ

５類に移行する方針を決定しました。これから我々は、新型コロナウイルスとの共存を前

提とした誰も経験したことのない時代を迎えます。今後にありましても、町民と議会そし

て行政が一つとなり、将来を見据えた持続可能な新冠町を作り上げていく所存ですので、

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

最初に、町政運営に臨む基本姿勢について申し上げます。第６次新冠町総合計画におけ

る、まちづくりの将来像である思いやりと笑顔あふれるレコードなまち新冠の実現を目指

し、私の町政運営の基本姿勢である町民の声が生かされる町政、分かりやすく公平公正な

町政、町民と行政との協働のまちづくりを常に念頭に置きながら、町政運営に取組んで参

りたいと存じます。なお、各分野の具体的な施策については主要施策の推進の中で述べさ

せていただきます。 
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続いて、令和５年度の予算編成について、概要を申し上げます。令和５年度の予算編成

にあたりましては、財政健全化を念頭に、事務事業における改善改革、あるいは緊急性や

重要度を主眼に置き、町政運営を持続可能なものとするため、限られた財源を重点的かつ

効果的に配分することを基本として編成作業を実施いたしました。歳入予算案の概要です

が、自主財源である町税につきましては、法人町民税、固定資産税及び入湯税については

増収を見込んでおりますが、他の税目におきましては、減収を見込み、町税全体では、前

年度当初予算対比０．７％の減収を見込んでおります。また、最も大きな割合を占める地

方交付税のうち、普通交付税については、国が示した令和５年度の地方財政計画や、近年

の交付実績を考慮し、前年度当初予算対比０．４％増の２５億３８００万円を見込んでお

ります。歳出予算案の概要ですが、本年度は、前年度当初予算と対比し２．３％の減とな

っております。観光、教育、住民福祉に関する新規事業のほか、投資的事業においては、

緊急度や優先度の高い事業について重点的に予算計上しております。令和５年度の一般会

計予算案の総額は５２億２４００万円を見込みました。また、６つの特別会計の予算総額

は２１億８２６６万円となり、一般会計を含めた令和５年度当初予算案の総額は、前年度

対比１．７％減の７４億６６６万円を見込んでおります。 

次に主な施策の推進について、概要を申し上げます。 

１つ目は健康で安心して暮らせるまちづくりについてです。 

はじめに、地域福祉の充実についてです。誰もがつながり、共に支え合い、安心して暮

らせる福祉の街に新冠を新冠町地域福祉計画の基本理念としており、年齢や障がいの有無

にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、福祉制度による

サービスだけではなく、地域に住む方々が支え手であり、受け手であり、地域住民みんな

が支え合って共に生きる地域共生社会を構築していくことが必要とされております。その

ため、保健、福祉、介護、医療等さまざまな分野や新冠町社会福祉協議会と連携し、地域

生活、健康課題に対する支援やサービスの提供を通じて、町民同士が互いに支え合う地域

福祉活動を推進して参ります。急速に進行する少子高齢化社会の中で、わがまちに暮らす

ことに幸せと誇りを感じ、それを共有することは、まちの発展にとって大切な要素であり

ます。新冠町で婚姻届を提出し、新たな生活をスタートする新婚夫婦を祝福し、末永く幸

せな家庭を築いてもらうため結婚記念品として、新冠温泉の入浴券とペアフルコースお食

事券を贈呈する事業は、人生の節目の思い出と地域の観光施設を知る機会として好評を得

ていることから、気持ちの通う住民サービスとしてこれからも継続して参ります。 

次に児童福祉の充実につきましては、地域の子育て支援の拡充や、質の向上を高めるた

め子ども子育て支援新制度に基づき、当町においても新冠町子ども子育て支援事業計画を

令和２年３月に策定いたしました。この計画は、法改正や、さまざまな子育てを取り巻く

社会情勢の変化にあわせた教育、保育等、子育て世代のニーズに応える内容となっており、

今後においても、この計画に沿って、安心して子育てできるまちづくりを目指して参りま

す。また、少子化対策及び子育て家庭への経済支援を図るため、本来、国が先導して行う
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べき事業であるとの考えを持ちつつ、町の独自事業としてこれまで、子ども誕生祝金交付

事業を実施して参りましたが、このたび国が新たな事業として相談支援と経済支援を関連

付けた、出産子育て応援交付金事業を創設し、当町でも本制度を活用して令和５年１月か

ら事業を開始したことから、町単独事業として一定の役目は果たしたものと判断し、令和

４年度をもって廃止することといたしました。今後は、国の新事業を通じて支援の充実を

図るとともに、国は、異次元の少子化対策の具現化を示していますので、国の支援策の内

容を注視しつつ、町独自の新たな支援策の必要性についても検討して参ります。また、児

童虐待の発生予防や発生時の迅速な対応を図るため、平成２８年児童福祉法の改正におい

て、子ども家庭総合支援拠点の設置が求められており、本町における児童福祉の課題等を

踏まえ、設置に向けて検討して参ります。 

 次に、高齢者福祉につきましては、高齢者ができる限り介護を必要とせず、自立した生

活を送るため要介護者等を除く６５歳以上の全ての高齢者を対象としたアンケートにより

介護予備軍を把握し、介護予防及び健康寿命の延伸につながる各種事業を展開し、心身と

もに健康で充実した高齢期を過ごせるよう、地域包括支援センターが中心となり、引き続

き環境整備を行って参ります。 

次に、町民の皆さんの健康の維持増進についてです。特定健診の受診結果より、メタボ

リック症候群及び予備軍と診断された方を対象に実施する、からだリセット講座の普及啓

発に努めて参ります。また、若年期より健康に関する意識付けを行うため、学童期へ向け

た食育推進事業に取り組みます。特定健診及び各種がん検診事業につきましては、平成３

０年度から検診負担の無料化を実施し、特定健診の受診対象者を４０歳から３０歳に引き

下げての若年健診を実施するなど、事業の改善や充実を図り、早期発見、早期介入に努め

ます。妊娠、出産、育児を支援する子育て世代包括支援センターにおきましては、妊娠期

から出産、育児期にかけての情報提供や養育支援など、親御さんに寄り添った支援を継続

して参ります。  

次に、障がい者福祉につきましては、障害者総合支援法に基づく、介護、訓練等の障害

福祉サービスや移動支援並びに日中一時支援や日常生活用具給付等の各種地域生活支援事

業をはじめ、地域における相談支援の中核的な役割を担う障害者基幹相談支援センターを

町に設置し、業務の一部を社会福祉法人新冠ほくと園が運営する、相談室かけるへ委託し、

障がい者の日常生活及び就業に係る相談支援に努めて参ります。また、心身の発達に心配

や遅れ、つまずき等のある子どもとその家族を支援する、新冠町子ども発達支援センター

あおぞらの活動につきましては、職員の専門性の向上に努め、道や関係機関からの支援も

受けながら多様な事例に対応してゆく体制を維持して参ります。 

 次に、国民健康保険につきましては、平成３０年度から北海道が主体となり財政運営を

行っており、医療費を北海道全体で賄う仕組みに変わったところでございます。北海道が

策定する国保運営方針において、令和１２年度を目途に税の賦課方式や保険料率の統一を

掲げており、当町におきましても統一へ向けスムーズな移行ができるよう作業を進めて参
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ります。 

次に、医療の充実につきましては、国保診療所が一人でも多くの町民の皆さんのかかり

つけ医療機関として、ご利用して頂けるよう職員一同が引き続き努力を続けるとともに、

安心安全を大切にする町づくりの一環として、その必要性が強く認められるよう、存在意

義のある医療機関を今後も目指しながら、診療所運営を進めて参ります。また、町民ニー

ズにあった専門外来の充実強化や出張応援医師の協力を得ながら休日夜間の急患受入れ体

制を出来る限り維持継続するとともに、診療所運営に係る一般会計繰入金の抑制努力を続

けて参ります。一方、これまで同様に町民の皆さんへ地域医療を提供するためには、施設

の老朽化が著しい国保診療所を移転改築することが必要であると判断し、現在、改築に係

る諸準備を取り進めておりますので、逐次、進捗状況等について周知して参ります。今後

一層、皆さんから信頼される地域に根づいた医療機関として国保診療所の体制づくりに鋭

意努力を続け、町民の健康の保持と医療の安全安心を確保して参ります。 

次にアイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現についてです。昨年９月、国の、アイ

ヌ政策推進交付金を活用し、アイヌ文化の伝統継承と地域住民との交流活動等を目的とし

たポロシㇼ生活館が完成いたしました。今後は、本施設を拠点として、アイヌ文化に対す

る意識の醸成と保存や伝承の推進、或いは町民の生活文化の向上や社会福祉の増進に努め

て参ります。また、交付金を活用してアイヌ無縁納骨堂の遺骨を土に帰す事業を合葬墓整

備と併せて実施いたします。この交付金は、アイヌ文化の継承と伝承活動のための様々な

事業展開が可能となっていることから、引き続き新冠アイヌ協会と協議を重ねながら、施

策の推進を図って参ります。 

二つ目は潤いある環境を創出するまちづくりについてです。 

はじめに地球温暖化対策についてです。二酸化炭素排出削減による地球温暖化の抑制に

貢献する取組みについては、町有施設や街路灯等のＬＥＤ化を計画的に進めてきたことで

消費電力量の削減が行われ、一定の効果を上げることができました。今後は、改めて公共

施設におけるＬＥＤ化の状況を確認し、細部の取組みを進めることで更なる推進に努めて

行くこととします。また脱炭素を目的とするゼロカーボンの取組みは、二酸化炭素排出削

減だけでなく、二酸化炭素の吸収と再生エネルギー生産の推進です。国が進めるゼロカー

ボン推進政策の下、全国の市町村は、これに係る計画の策定を求められており、当町も推

進計画を策定することとしています。現在は、ゼロカーボンの取組みの具体化に向けた計

画策定に着手し、実行性ある計画の樹立に向け、取組みを進めているところであり、地球

環境の持続可能性をまちづくりの中でしっかりと意識しながら、今後も取組みを進めて参

ります。 

次に環境衛生の向上についてであります。ごみ処理リサイクルの推進について、平成１

５年度からごみの減量化と資源ごみの分別収集に取組んで参りました。今後においても、

ごみの減量化と資源保護の観点から、分別方法の周知徹底と、リサイクル活動の一層の推

進に努めて参ります。また、日高中部衛生施設組合において日高中部環境センターの長寿
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命化方針を決定したことから、構成町である新ひだか町とともに、令和８年度の完成に向

け事業を進めて参ります。平成１３年度から実施している新冠町合併処理浄化槽設置整備

事業を、本年度も定住移住促進制度の対象分も含め継続し、生活雑排水による環境汚染を

防止し、生活の質や公衆衛生の向上のため、合併処理浄化槽の設置に対する助成を行なっ

て参ります。また、近年増加している空き家について、老朽化により周囲に影響がある場

合など一定の基準により、所有者に対して除却費用の一部を助成する危険空き家等除却補

助事業を実施し、生活環境の保全と跡地の有効活用を促進して参ります。火葬場墓地につ

きましては、これまでも適切な維持管理を行ってきたところであり、今後においても、穏

やかにお参りができる環境を整えて参ります。また、これまで検討を進めて参りました合

葬墓について、整備方針がまとまりましたので令和５年度に判官館霊園内に建立し運営を

図って参ります。 

三つめは、快適で暮らしやすいまちづくりについてです。 

はじめに、公営住宅の整備についてです。本年度も国の交付金事業を活用したひがつら

団地外部改修工事及び新冠町住宅リフォーム助成金交付事業を継続して参ります。 

次に、水道事業につきましては、道営事業の活用により、太陽地区道営水利施設等保全

高度化事業が継続されることとなっております。一方、下水道事業につきましては、交付

金事業を活用し、マンホールポンプ所などの機械・電気設備の更新工事を中心に、継続し

て参ります。併せて、国が人口３万人未満の市町村に対して求めている、上下水道事業の

公営企業会計への移行に関しましては、令和６年度から公営企業会計を開始できるよう、

移行準備業務を取り進めて参ります。 

次に、河川明渠事業につきましては、緊急浚渫推進事業債や緊急自然災害防止対策事業

債を活用し、堆積土の除去や立木伐採及び護岸等破損箇所の補修工事を適宜行い、河川明

渠施設の予防保全、減災対策などに努めて参ります。 

次に、道路事業につきましては、道営事業の活用により、本年度から東泊津大富地区を

対象に、改良舗装を目的とした道営農村整備事業が着手されることとなっております。更

に、橋梁の長寿命化工事に関しても、交付金事業を活用し、修繕工事を中心に継続して参

ります。また、昨年８月１５日から１６日に発生しました大雨災害による復旧事業につき

ましては、繰越明許費により、早期完成を目指し、本格的に災害復旧工事を取り進めて参

ります。 

次に、情報通信基盤整備につきましては、町は、これまで情報通信による高度情報化社

会における地域格差の解消に向けた取組みを進め、令和２年度において光回線の町内全域

敷設を終えています。敷設後の光回線接続世帯は、随時広がりを続け、今後も普及の歩み

は続くものと考えています。また第５世代移動通信システムの活用に向けた民間の取組み

が町内で始まる等、各方面における活用が今後進んで行くものと考え、情報通信技術の開

発が当町の産業振興にむすびつくことを願ってやみません。更には、人口減少社会におけ

る情報通信技術とデジタル化は生活の中で活用機会と役割がますます増えて行くものと考
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えますので、行政サービスの中においても活用の手法について検討を繰り返していく所存

です。 

次に地域公共交通の確保についてです。ＪＲ日高線が廃止となり、全面バス転換による

交通体系となった今、バス交通による公共交通の維持が日高管内７町の命題となっていま

す。しかしながら、人口減少、少子高齢化という社会情勢、そしてコロナ禍においてバス

による公共交通環境の普遍的持続も盤石とは言えないものと考えています。これまで管内

７町は、関係機関と協議会を構成し、公共交通の利便性向上とサービスの持続性を目指し、

議論を重ねてきましたが、今後においては、将来社会を見据えた中で、永続する交通体系

の確立を目指し、議論を深めて行くことになると認識しています。また町内交通体系に目

を向けますと、誰もが安心して出かけられる交通体系を確保することがまちづくりにおい

て重要であり、地域の足として定着している西新冠地区における自宅送迎型デマンドバス、

並びに生活の足として利用されているコミュニティバスメロディー号の運行については、

今後においても利便性の向上と安全性の確保に努めて行く所存です。 

四つ目は、安全で安心して暮らせるまちづくりについてです。近年、全国各地で災害が

激甚化、頻発化しており、災害から命と暮らしを守るためには、ハード面とソフト面の対

策を組み合わせた総合的な防災減災対策に取り組む必要があります。北海道が公表した日

本海溝千島海溝沿いの巨大地震の被害想定では、当町の死亡者は最大で２６００人と人口

の５０％に及ぶとされました。津波被害から町民の生命を守るため、津波対策については、

津波避難タワーや避難施設の整備などハード面での津波避難対策を促進するとともに、ソ

フト面においては、日本海溝千島海溝沿いの巨大地震による大津波発生を想定した防災避

難訓練の実施により、町民の方の早期避難の意識付けをさらに促進して参ります。さらに、

近年、激甚化する大雨、土砂災害に対しても、町民の早期避難を促すことが可能となるよ

う危機管理体制の構築を進めて参ります。津波や大雨、土砂災害などの自然災害に対し災

害による犠牲者をひとりもださないという意思を持ち、町民の皆さんと共に災害に強いま

ちづくりに向けた取り組みを進めて参りたいと存じます。 

次に交通安全についてです。交通事故の防止には、一人ひとりが人命の尊さを認識し、

日常生活を通じて自主的に交通安全に取組む必要がありますが、そのためには、交通安全

意識の高揚を図ることが必要です。今年度も新冠町交通安全推進委員会と連携し、交通安

全指導員への活動支援や啓発活動、道路交通環境整備など、総合的な交通安全対策に努め

て参ります。さらに、町民生活の安全の確保、地域の安全の確保に向け、新冠町防犯協会

や関係機関と連携を図り住みよい町づくりを目指して参ります。 

五つ目は、力強く安定した産業づくりについてです。 

はじめに、農業の振興についてです。新冠町の基幹産業であります農業の生産基盤の確

立、安定した農業経営と持続的な発展をめざし、第７次新冠町農業振興計画に定める基本

方針のもと各生産分野における諸課題の解決に向け、農業団体や関係機関、各生産振興会

の協力をいただきながら各種施策に取り組んで参ります。新規就農対策では、当町での新
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規就農を目指し、農業支援員として経験を積まれているご夫婦１組が２年目の研修を迎え

ます。農作業への理解と知識を高め、専門的な営農技術を習得できるよう研修内容の充実

に努めますとともに、引き続き就農希望者の確保に取り組んで参ります。また、就農開始

から経験の浅い新規就農者に対しましては、関係団体等によるサポート体制を強化し、早

期の経営安定に向けた支援を図って参ります。後継者対策では、農業後継者親元就農奨励

金や農業機械免許資格取得費用に対する助成制度のＰＲに努め、一人でも多くの後継者に

親元就農をしていただき、経営継承に繋がるよう支援して参ります。水稲稲作部門におき

ましては、水田営農と畑作を中心とする国の経営所得安定対策事業の制度見直しに伴い、

水田の畑地化が促進されておりますので、安定的な農産物の生産に向け、制度の周知と円

滑な推進に努めます。また、施設園芸作物では農作物の効率的な生育管理と省力化が図ら

れる自動換気設備の設置を推進し、生産面積の維持拡大に向けて取り組んで参ります。軽

種馬振興については、歩様動画をメインとする売り馬情報システムの運用やコンサイナー

費用に対する支援を継続し、新冠産馬の販売向上に繋げて参ります。また、ホッカイドウ

競馬を含む地方競馬の売上向上対策として協賛レースの実施を通じ、競馬事業の振興に努

めて参ります。酪農振興については、良質な生乳の生産や、ゆとり豊かさを持った酪農経

営のために乳牛検定組合や酪農ヘルパー組合の運営支援を継続するとともに、町有牧野で

の預託事業を通じ、生産現場における自給飼料や労働力不足の解消を図り、放牧管理を介

した家畜の健康増進に努めます。肉用牛振興につきましては、繁殖素牛の導入支援及び町

有牛を活用した受精卵提供事業を継続し、安定した繁殖基盤の構築に努めて参ります。町

有牧野の運営にあたりましては、令和元年度のヨーネ病患畜牛の発生から約５年が経過い

たしますことから、過去の患畜牛を分析し発生リスクの高い繁殖牛６頭について廃用処分

を進めるとともに、抜本的な清浄化対策について具体化する時期であると考え、関係機関

との指導を仰ぎながら検討を進める考えでございます。加えて、昨年から導入したドロー

ンを活用し、電気牧柵の点検や牛追い・草地管理を行い、先進的なスマート酪農の実証実

験を進めるとともに、預託牛管理を適切に行うことにより、信頼される牧野事業の推進を

図って参ります。家畜防疫については、家畜自衛防疫組合など関係機関と連携し、家畜伝

染病の発生予防に努め、引き続き予防注射や伝染病検査を支援するとともに、農場周辺で

の消毒の徹底や関係者以外の立入制限など飼養衛生管理の啓発に努めて参ります。毎年度、

エゾシカやアライグマなどの有害鳥獣により多大な被害を受けております農作物被害につ

いては、駆除対策や電気柵など被害防止対策の効果もあり、平成２２年度のピーク時から

大幅に減少はいたしましたが、近年は再び増加傾向にございますので関係団体等の協力を

頂きながら駆除対策に取り組んで参ります。 

次に林業の振興についてです。安全な国土の形成や水源の涵養、地球温暖化の防止、快

適な生活環境の創出など、森林が持つ多面的な効果については、町民一人ひとりが広く恩

恵を受けるものでございます。町が管理をする町有林のうち人工林の多くが成熟し、本格

的な利用期を迎えておりますので、本年度も森林経営計画に基づき伐期を迎えている岩清
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水、古岸地区の皆伐約１７haのほか、植林や下刈り、間伐など森林資源の適切な管理を推

進して参ります。また、新たな森林経営管理制度のもと令和元年度から交付されている森

林環境譲与税につきましては、私有林の管理作業のほか、林道や治山施設の維持に要する

一般財源として利用し、民有林の持続的発展に努めて参ります。 

次に水産業の振興についてです。水産業は環境の変化を最も受けやすい産業であり、気

象や海水温、海流などの細かな変化が漁獲量へ著しい影響を及ぼします。沿岸漁業を主体

とする当町にとりましては、限られた資源と漁場を有効に活用し、資源の回復や生産増大

に向けた取り組みを継続的に行うことが肝要です。令和３年９月に発生した赤潮被害につ

きましては、発生から１年以上が経過し、被害額の精査が徐々に進んできましたが、未だ

全容の解明には至っておりません。引き続きタコ、ツブを対象魚種とする資源量調査に取

り組み、漁場の回復状況の把握に努めて参ります。北海道や関係団体等との連携により実

施をしているタコ産卵礁設置事業やマツカワの稚魚放流事業、ホッキ最小貝の放流事業に

つきましても継続的に実施し、資源の育成、管理に努めて参ります。また、観光振興に目

を向けますと、新型コロナウイルス感染症に対する対応レベルが緩和されつつある中、人々

の移動が活発化し、コロナ前の人的移動に戻りつつあることに伴い、当町を訪れる観光客

も増加傾向にあり、今後コロナ前の賑わいに戻ることを期待してやみません。コロナ禍に

よって新たな出発の事業効果を発揮しきれずにいたホロシリ乗馬クラブ、新冠温泉につい

ては、施設魅力を一層発揮し、当町の観光施設として、より大きな役割を担っていただき

たいと考える次第です。観光客の増加が見込まれる環境下にありますが、町民生活基盤整

備事業との調整、そして長期的な観光施策の見地から、私は道の駅リニューアル事業の推

進について一旦立ち止まり、今後時間をかけ各方面の意見を聞くなど、十分な協議を重ね

ることとしました。多くの町民が期待を寄せていた道の駅リニューアル事業ですが、他施

策との同時進行を回避し、より優れた運営と施設の実現を目指すための決断であることを

ご理解いただきたいと思います。 

商工業の振興についてですが、小売店を中心とした商工業の経済活動は、人々の働く場

の提供と日用品を中心とした生活必需品の購買機会を確保するという生活に欠かせない事

業活動です。そのためには携わる事業者の経営安定化を図ることが大切であり、商工会の

役割が重要となります。このため町は商工会が行う経営改善事業や起業活動への取組み事

業を支援することで商工業振興を図って参ります。 

六つ目は郷土を愛し生きる力を育む人づくりについてです。 

はじめに、教育行政につきましては、教育に関する総合的な施策である新冠町教育大綱

に基づき、総合教育会議を通じて教育委員会と政策の方向性を共有し、教育の推進を図っ

て参ります。また、令和６年４月１日の小学校統合に向けまして、教育委員会と連携を図

り、準備への支援や援助に努め、子供の目線に立ち、学校統合をして良かったと言える統

合の実現に尽力して参ります。 

次に、幼小中教育の充実についてです。認定こども園ドレミにおいては、安全安心に配
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慮しながら、教育、保育環境の整備を推進するとともに、幼小中の連携や接続を意識した

教育、保育活動の充実と家庭地域と連携した、こども園運営を支援して参ります。小中学

校においては、学習指導要領に対応した授業づくりを進めるために、ＩＣＴを活用した学

習活動の充実と施設環境整備を推進して参ります。また、引き続き町費負担教諭２名を小

学校に配置し、学級数維持や授業改善への取組を進め、学校経営の充実を支援して参りま

す。 

次に、生涯教育の充実についてです。町民の皆さんが、生涯にわたり自主的な学びや活

動により、心身ともに健康で充実した生活を送ることができるよう、様々な学習や体験の

機会を提供するとともに、人と人との交流を促すことで地域の活性化に繋げて参ります。

引き続き、町民憲章と心の回復や思い出の意味を持つＲＥの精神を意識しながら、町づく

りの拠点施設であるレコード館を中心に、また、昨年整備しましたアイヌ文化の伝承施設

でありますポロシㇼ生活館も活用しながら、各種社会教育事業を通じて、郷土を愛する人

づくりを推進して参ります。 

最後に、自立したまちづくりについてです。まちづくりの推進には、町民の皆さんと互

いの立場を尊重し、信頼し、協働して行うことが大切です。そのためには、町民の皆さん

の意見をお聴きし、政策、方針の立案に当たっての参考とさせていただく機会は大切な事

であると考えています。町はこれまで町政懇談会の実施によってご意見をお聴きし、政策

への反映と情報の公開を行ってきました。また自治会単位の開催に捉われることなく社会

教育団体及び子育て世代等との懇談会を実施することで広範な意見の聴き取りを行うとい

う新たな取組みを昨年に引き続き実施したところです。今後においても、さまざまな手法

を取り入れながら町民の声に触れる機会の創出について取組みを進めて参ります。社会全

体を覆う人口減少少子高齢化の進行は、当町においても例外ではありません。町は、定住

移住政策の推進のほか医療、福祉、教育、子育てなど幅広い分野において人口の確保につ

ながる施策の展開を行っていますが、今後もより一層の推進を図ると同時に、築５０年を

超える国保診療所をはじめ、多くの公共施設が築後３０年を経過しており、順次、更新等

が求められることに加え、人口減少に伴う地方交付税の減少など、今後、さらに厳しい財

政状況が予想されるなか、将来にわたって持続可能な町づくりを展開するためには、健全

な財政の確立が何より重要であります。このため、令和４年度において、財政推計を実施

し、当町の財政状況及び令和１４年度までの財政見通しを明らかにし、効果的な行財政運

営の構築と持続可能な財政基盤の確立を図るため新冠町財政計画を作成し、町民の皆さま

へお示ししたところであります。今後、収支改善のための具体的な方針を具現化するため

の実行計画行財政改革アクションプランを策定し、具体的な取組みを行って参ります。今

後も限られた財源で町民の皆さまの視点に立った、効率的かつ質の高い行政サービスを提

供すべく関係者皆様のご理解とご協力を得ながら、行財政改革を取り進め、新たなまちづ

くりを進めて参ります。 

 以上、令和５年度の町政執行に臨むにあたっての、私の所信と主な施策について述べさ
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せていただきました。新型コロナウイルス感染症や物価高騰が地域経済や町民生活に影響

を与えている中、人口減少、高齢化社会の到来、激甚化する自然災害など乗り越えるべき

多くの課題がありますが、思いやりと笑顔あふれる新冠の実現に向け、まい進して参る所

存です。 

最後になりましたが、議員各位をはじめ、町民の皆さまにおかれましては、町政運営に

より一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

○議長（荒木正光君） 町長の行政執行方針が終わりました。 
 暫時休憩といたします。 
 

休憩 午前１０時５２分 
再開 午前１１時０４分 

 
○議長（荒木正光君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に教育行政執行方針

を行います。 

 奥村教育長。 

○教育長（奥村尚久君） 令和５年第１回定例会の開会にあたり、令和５年度教育行政執

行方針を申し上げます。３年に及ぶ新型コロナウイルス感染症の流行をはじめとする社会

の急激な変化や子どもを取り巻く環境が多様化・複雑化する中にあります。学校教育には、

学習指導要領の理念である生きる力を育むこと、子どもたちが自ら未来を切り開き、自分

のよさや可能性を認識し、あらゆる他者として尊重し合い、協働しながら、様々な社会の

変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手を育成することが求め

られています。加えて新型コロナウイルス感染症がいまだ収まらず、教育活動も大きな影

響を及ぼしていますが、感染症対策を講じ、より工夫をしながら教育活動の充実を図るべ

く実施してきたところであります。子どもたち一人一人がもつ夢の実現に向かい、未来を

切り開く担い手となる子どもたちには、ふるさと新冠の歴史や文化を誇りとし、共に支え

合い、逞しく、生き抜く力を身に付けることが必要です。そのためには、新冠町の強みで

ある学校教育と社会教育が一層の連携を図り教育効果を高め、子どもたちを育むことによ

って、郷土を愛する子どもたちや郷土を担う子どもたちの育成にも繋がると考えています。  

教育委員会は、引き続き町長との総合教育会議を通して教育に関する思いを共有し、一体

感とスピード感をもって課題解決に取り組むとともに、次代を担う子どもたちが、郷土を

愛し、逞しく生きぬく力を身に付け、町民の皆さんも心豊かに生きがいを感じられる暮ら

しができるよう、生涯学習活動を推進し、活力ある地域社会の形成に努めてまいります。 
このような考え方に基づく基本姿勢について申し上げます。学校教育では、育成すべき

資質、能力を意識した教育活動、主体的、対話的で深い学びの授業改善、ＧＩＧＡスクー

ル構想により、ＩＣＴの環境が整備された一人一台端末を活用した授業実践、家庭でのＩ

ＣＴの活用を図りながら、個別最適な学びの充実、協働的な学びの充実、確かな学力の徹
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底を図ってまいります。また、児童生徒に必要な資質、能力を育むためには、学校だけで

はなく家庭、地域、行政の連携した取組みが必要であり、学校は楽しい、家庭は温かい、

地域は明るいと実感できる環境づくりも意識してまいりたいと考えます。更に、子どもた

ちが主体的に物事を判断し行動しながら、解を見出していく生きる力を育むために、小学

校から中学校の連続した学びが確かなものとなるよう、それぞれの教育課程の連携、接続

を意識した施策の推進に努めてまいります。また、令和６年４月１日には、町内一つの小

学校となります。令和５年度は、統合前の最終年度となりますことから、引き続き子ども

も保護者も不安なく安心して統合ができますよう統合準備委員会を始め、小学校２校の合

同学習、環境整備等の充実を図ってまいります。社会教育では、町民の皆さんが、学びを

行動につなげる活動を継続することは、豊かな心を育む、活動の輪を広げ支え合う、地域

の良さを知り郷土愛を育むという観点からも重要なことであり、町づくりの大きな力とな

るとも考えます。このため、激しい社会の変化や新型コロナウイルス感染症禍にあっても、

未来へ果敢に挑戦できる人材の育成を中心に、町民の皆さんが、心豊かで健康に学ぶこと

のできる活動を展開し、その活動が町づくりに活かされるものとなるように引き続き、町

民憲章やＲｅの精神を意識し、特徴ある事業展開に努めてまいります。 
 続きまして、教育行政執行にあたりましての主要施策について申し上げます。 

はじめに、生きる力を育む学校教育の充実についてであります。学校教育においては、

誰もが安心できる教育活動を継続し、子どもの健やかな学びを保障していくことが重要で

ありますことから、本年度は感染症対策の徹底と工夫による教育活動のさらなる充実、授

業改善とＩＣＴの活用による個別最適な学び、協働的な学びの充実、学力の向上、小学校

統合に向けての計画的な推進、幼小中一貫教育へ向けた準備と実践、合同学習、交流活動

の充実の研究４項目を重点として位置づけた上で、次の取組みを推進してまいります。 
 １点目は、確かな学力の向上についてであります。小中学校では、児童生徒が様々な社

会の変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓いていくために必要な資質・能力を身に付けさ

せるために、学習指導要領の趣旨を踏まえ、一人一台端末をはじめとするＩＣＴ機器や指

導者用・学習者用のデジタル教科書及びデジタル教材を活用し、教育のデジタル化に対応

した学習指導などを通して主体的・対話的で深い学びを推進します。また、全国学力学習

状況調査や標準学力調査などを通して、児童生徒の学習状況や学力の定着状況を把握・分

析し、育てる資質能力を明確にした単元計画と指導課程による、学び方と学びの質を重視

した授業改善を図ってまいります。更に、保護者との連携を深め、学年あたり１０分の家

庭学習の定着化とゲームやスマートフォンなどの適切かつ節度ある利用の徹底など、望ま

しい学習環境と生活習慣の確立を進めてまいります。また、校内研修や教職員の研修活動

を奨励するとともに、教職員の研究活動とも連携し、外国語やＡＬＴを活用した授業など

を通じ、小中の接続・一貫教育を意識した教育課程の推進に努めてまいります。 
２点目は、豊かな心と健やかな体の育成についてであります。児童生徒の健やかな成長

においては、自らを律し、共に支え合いながら、善悪を判断する力、命や自然を大切にす
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る心、人を思いやる心と健康な体を育成することが大切です。そのため、自らを見つめ、

物事を多角的・多面的に捉え、その生き方について考えを深める学習である道徳教育の定

着化と充実を図るとともに、豊かな感性や情操を育む読書活動を推進してまいります。ま

た、いじめ・不登校等をはじめとする生徒指導上の課題については、相談体制の強化やス

クールカウンセラーを活用し、未然防止や解消のため学校組織全体で迅速な対応にあたり、

定期的な情報交流により関係機関との連携体制を図り的確な対応に努めてまいります。加

えて、スマートフォン等の普及に伴う、情報モラル教育については、保護者と課題の共有

化を図り、ネットモラル指導の徹底に努めてまいります。更に、体力の向上につきまして

は、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果分析をもとに、授業改善による活動の充

実と１校１実践の継続的な取組を通じて運動習慣の確立を進めてまいります。また、健康

安全教育の観点から、新型コロナウイルス感染症による不安やストレスを抱える児童生徒

に寄り添い、正しい知識と対応の充実を図ります。更に、教育課程による食育指導の工夫

や危機管理による防災教育の推進にも意を用いてまいります。 
 ３点目は、特色ある教育活動の推進についてであります。学校での教育活動においては、

児童生徒の個性を活かすことはもちろん、地域への理解を深め、自身と地域のかかわりや

将来像について、学び、考えることが、ふるさとへの誇りや愛情の醸成にも繋がるものと

考えます。教育課程では、幼、小、中による縦及び小、小による横の連携や接続を意識し

た一貫性のある教育活動を継続的に推進し、合同学習などの実践活動を踏まえ充実を図る

とともに、総合的な学習の時間を活用したカリキュラムマネジメントの充実と探求学習の

実践を進めてまいります。また、学校運営協議会の活動を通じ、家庭や地域が学校運営の

基本方針や活動計画を共有した上で、その機能を通じ、地域社会、地域資源を活用した新

冠町ならではの特色ある教育活動を推進してまいります。更に、学校の教育活動を中心と

した主権者教育の観点から、中学生と町長との懇談会を継続開催し、町づくりへの参画意

識やふるさと愛を育む取組を推進いたしますとともに、生きた教材である新聞の活用実践

を図ってまいります。 
 ４点目は、特別支援教育の充実についてであります。特別支援教育においては、児童生

徒一人ひとりの状況に応じた指導内容や指導方法を工夫するとともに、将来を見据えた幼

小中の切れ目のない支援を行うことが必要です。このため、個別の指導計画・教育支援計

画など情報共有体制の円滑化を継続的に推進し、幼小中における効果的な支援を図ってま

いります。また、普通学級における困り感を抱える子どもの増加傾向に鑑み、関係機関と

の情報共有による早期の教育相談と支援体制の充実による継続的な教育支援を推進すると

ともに、教職員の研修参加を奨励し、専門知識の向上、共生社会の実現に向けて努めてま

いります。 
５点目は、信頼される学校づくりの推進についてであります。学校が地域から信頼され、

期待に応える教育を実現していくためには、学校・家庭・地域が協働した取り組みを実践

していくことが重要です。そのため、学校長の経営ビジョンと具体的な方針を明確化した
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上で、地域から認められる教職員の資質・能力と組織力の機能強化を図り、教職員の経営

参加意識の高揚に努めるとともに、学校運営協議会の活動を通じ、家庭や地域が学校運営

の基本方針や活動計画を共有した上で、積極的に教育活動に参画することで学校改善に繋

がるよう協働体制の確立を推進してまいります。加えて、義務教育課程９年間を見据えた

系統的・継続的な取組である幼小中一貫教育について、積極的な校種間交流を進め、教職

員の研究活動とも連携し、教育現場での実践活動を図ってまいります。また、人材育成の

観点から、初任及び中堅教員への、指導主事の授業参観と指導助言活動を強化するととも

に、研究指定校事業の活用や各種研修会の参加、公開研究会の積極的取組みを促すことで

教職員の資質向上と服務規律の保持を図ってまいります。 
 ６点目は、教育環境の整備についてであります。小学校の統合につきまして、昨年度か

ら児童が新しい教育環境の中で、戸惑うことなく夢と希望を持って学校生活をおくること

ができるよう、保護者・学校・教育委員会で組織する学校統合準備委員会において課題の

協議調整を進めております。これまでも、行政報告において申し上げてきましたが、４月

からは、教職員の人事異動による新しいスタッフも加えて、１０月までには調整を終え、

地域・保護者の皆様からご心配をいただいた内容を含め、最後の学校統合にかかる説明会

を開催したいと考えております。また、教育計画により小学校間の合同学習をはじめとし

た交流・連携活動の更なる充実を図るとともに、新冠小学校に乗り入れするスクールバス

台数の増加に伴い、校地内における児童の安全確保を第一とした、駐車場の改修を図って

まいります。教職員の働き方改革につきましては、教職員が健康で生き生きとやりがいを

もって職務に精励し、教育活動に専念できる環境の整備を進めるため、本年度から本格運

用する校務支援システムを活用し、校務事務の負担軽減や効率化を図ります。また、教職

員の在校時間を的確に把握し実態を分析・公表するとともに、学校と連携し改善への取組

みを進めてまいります。朝日小学校の複式教育の改善と新冠小学校の僅少差学級の改善へ

の取組として、これまでどおり町費負担教諭２名を配置し、町全体の教育体制の中で必要

な対応を図ってまいります。新型コロナウイルス感染症対策につきまして、感染症法上の

位置付け変更方針が示されておりますが、引き続き、国や道教委の動向を踏まえながら、

適切な教育環境の確保とＩＣＴの活用など、教育活動の更なる充実に努めてまいります。

高等学校への通学支援につきまして、新ひだか町の高等学校へバス通学する高校生の通学

費用への支援を継続し，高等学校への修学機会の確保を図ってまいります。また、老朽化

が進んでおります義務教育施設につきましては、新冠町教育施設個別施設計画を基本に、

町の財政状況も考慮しながら、適切な施設整備に努めてまいります。 
７点目は、認定こども園の教育、保育の推進についてであります。認定こども園の保育、

教育活動は、生涯にわたる学びと人格形成の基礎となる力を育む役割がありますので、就

学前までに、身について欲しい力を明確化した実践が重要となります。このため、小学校

への接続を意識した幼児教育の充実に向けて、スタートカリキュラムの編成と実践活動を

推進し、小学校との連携を深め、情報共有や要支援児の把握と早期対応に努めてまいりま
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す。また、保育教諭の専門性を高めるために、計画的な園内・園外研修の充実と関係機関

との連携を推進し、幼児の発達を見通した系統的な教育保育活動の質の向上を図るととも

に、適正な保育教諭の配置と環境整備の充実に努めてまいります。加えて、安心安全な教

育保育を第一に、地域や保護者との繋がりを意識した園運営に心がけてまいりたいと存じ

ます。子育て支援事業につきましては、育児不安等の相談機能の充実による適切な支援が

必要となりますことから、保健・福祉行政や学校、発達支援センターなど関係機関と連携

を図り、適切な支援体制を整えてまいります。また、子育て支援センターを有するこども

園の機能を広範囲に活用いただくため児童館事業との職員交流を継続的に行うなど、専門

知識の提供や事業連携を進め、子育て支援事業の充実を図ってまいります。 
次にふるさとを愛し、生涯にわたり、学びあい、教えあう学習社会についてであります。

社会教育事業においては、継続して町民憲章とふるさと教育に繋がるＲｅの精神を意識し

各事業に関連づけながら、まちづくりの中心であるレコード館を拠点とした特徴ある事業

を推進してまいります。引き続き、国のガイドライン等に応じた新型コロナウイルスの感

染対策を講じながら、町民の学習機会の提供と自主活動を支援する次の施策を展開いたし

ます。 
１点目は、レコード館を中心とした社会教育の推進についてであります。レコード館の

機能を活用し、町民の文化活動を通じた交流と発表の場を提供し、文化協会や自主企画委

員会をはじめとした各団体と連携しながら、文化芸術活動の支援に努めてまいります。コ

ロナ禍により縮小を余儀なくされておりました楽器体験事業については、感染状況に注視

しながら対面による事業を再開し、優れた音楽文化に触れる機会であります昭和音楽大学

との交流事業音楽体験・交流事業についても引き続き推進してまいります。収集レコード

の活用においては、テーマに沿ったレコードジャケットの展示を継続するとともに、町民

の皆さんがレコード音楽に触れる機会が増えるようレコードコンサート事業の充実に努め

ます。レコードミュージアム等の運営については、入場者数の動向を見ながら運営方法の

見直しを検討してまいります。老朽化が進んでおります一部の社会教育施設への対応につ

いては、教育施設個別施設計画に基づき、朝日小学校跡地の利活用も視野に入れながら検

討してまいります。小中学校の教育活動への係わりにつきましては、学社融連携に関する

プログラムにより情報共有を行いながら、学校と地域とのつなぎ役としての役割を担うと

ともに、学校統合に係る学校図書室統合と児童館事業の受入れ対応について積極的に係っ

てまいります。 
２点目は、社会体育の充実についてであります。就学前の児童から成人まで、様々なス

ポーツの体験によりスポーツを日常生活に取り入れることで、心身両面の健康保持増進に

繋げることを目的として実施しております町民スポーツ教室については、スポーツ協会や

スポーツ推進委員、また健康を視点とした事業は保健福祉課等、関係団体の協力をいただ

きながら、年間を通じて展開してまいります。また子どもの体力向上に資する取組として、

スポーツ少年団本部との連携により子ども達が様々なスポーツを体験する機会を設け、ス
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ポーツ少年団への加入に繋げてまいります。学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の一

環として、中学校の休日の部活動を段階的に地域に移行すること等の方針を国が示してお

りますことから、当町の対応について関係者による協議会を設置し、検討してまいります。 
３点目は、郷土資料館事業の充実についてであります。郷土資料館は、郷土資料をもと

にふるさとの自然や歴史、文化を伝承していくことが役割でありますので、郷土文化研究

会や地域の方々のご協力もいただきながら、ふるさとを思う心、ＣＯＲＤを再び、ＲＥを

発見する、ふるさとが大切なことを知るをテーマとしたふるさと、再発見講座を実施し、

ふるさとに視点を置いた学習や体験講座の充実に努めてまいります。学校との連携につき

ましては、学校でのパネル展の開催のほか、新冠百話を活用した授業協力や、新たに当町

へ赴任された教員に対する町内視察研修に協力し、ふるさと教育の推進に努めます。昨年、

多機能型交流施設ポロシㇼ生活館が開設され、アイヌ文化を学ぶ施設環境が整ったことを

踏まえ、新冠町アイヌ協会や民族文化保存会の協力をいただきながら、アイヌの生活文化

や古式舞踊などを身近に触れる機会を創出し、ポロシㇼ生活館の機能を最大限に活用して

まいります。また、１年をかけ制作しておりました、判官館に伝わるアイヌの伝説や遺跡、

イチャルパなどの伝統儀式、森林公園内の四季折々の自然風景を収めた映像記録集が完成

しましたので併せて活用してまいります。資料の収集と整理保存に関しては、収蔵資料の

デジタル化促進と資料の適正な管理に引き続き努めてまいります。 
４点目は、図書プラザ事業の充実についてであります。図書プラザは、町民の学習活動

と余暇活動を支える上で、大きな役割を担っております。また、乳児期から本に親しめる

環境づくりとして、ブックスタート事業を継続するとともに、子育て環境の充実を図るた

め、びっくり箱による読み聞かせ事業の支援など、子育て中の親子の居場所づくりにも努

めてまいります。利用者ニーズに応じた資料提供と図書管理システムの活用によりサービ

スの充実を図るほか、夜間開館やアニマル号の運行など、利便性を重視した施設運営に引

き続き努めてまいります。秋の読書週間等の特別事業や大小様々な企画展示を年間通じて

行うことで、図書プラザの利用促進を図るとともに、子どもの読書習慣定着に向けた取組

については、読書記録手帳や司書体験事業を継続して行ってまいります。学校図書室へは、

司書の専門性を活かして図書室運営全般において連携を図るほか、学校統合に係る協力に

ついても積極的に行ってまいります。 
５点目は、青少年教育の充実についてであります。当町の基幹産業と自然を体感する自

然産業体験教室につきましては、コロナ禍以降、感染状況により中止する事業も多くござ

いましたが、青少年の豊かな心を育むふるさと教育の一つとして、事業者や関係団体の協

力をいただきながら実施に向け取り進めてまいります。少年国内研修交流事業につきまし

ては、渡航前後の健康観察等の感染対策や感染時の対応も想定した上で３年振りに再開す

ることができました。貴重な経験を通じて、広い視野と自主性、協調性を持ったふるさと

を愛するリーダーを育成する選抜制の研修事業として、引き続き推進してまいります。 
次に、町民センターで開設しております児童館クラブ事業につきましては、児童館、放課
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後子ども教室、学童保育の３つの機能を兼ねた事業であり、放課後を中心とした児童の活

動場所として活用されております。学校統合により、これまで朝日小学校で行っていた放

課後の活動も児童館に統合されますことから、児童の安全に留意しながらスムーズに移行

できるよう調整を図ってまいります。様々な業種の青年が集まり、子どもを対象に季節に

応じた行事を企画するなど、活発に活動されております青年団体活動でありますが、自主

的な活動でまちづくりと青少年の健全育成に貢献されていると高く評価しているところで

ございます。教育委員会としては、その事業活動の維持向上に向け、積極的な支援と連携

を継続してまいります。 
６点目は、成人教育の充実についてであります。生涯学習講座やプラスワンセミナーな

ど、趣味と教養を高めるための多様な学習機会を提供し、町民の充実した生活に繋がるよ

う取り進めてまいります。子どもが基本的な生活習慣や生活能力を身につける上で重要な

役割を果たす家庭教育に関しては、学校やＰＴＡとの連携を図りながら、研修活動への支

援を中心に家庭の教育力の向上に努めます。いきいき大学につきましては、楽しみながら

知識や教養を身に付ける学習会や見学会のほか、保健福祉課の介護予防教室との連携事業

など、趣向を凝らした事業運営に心がけておりますが、新たに年間テーマを定めて事業展

開することで、事業の活性化と新規入学者の確保に繋げてまいります。また、女性のまち

づくりへの参画を目的として活動しております女性コミュニティ会議につきましても、余

暇活動や学習要素のある研修事業に加え、まちづくりの視点に立った自主活動を促進して

まいります。 
 以上、令和５年度の教育行政執行方針について申し上げました。私たちをとりまく環境

は、変化の激しい先を見通せない状況に加え、新型コロナ感染症禍において教育活動への

影響は避けられない状況でありますが、私たち教育行政は、その活動の歩みを止めるわけ

にはいきません。教育は、人づくり。人づくりは、町づくりの基本であるとの認識のもと、

このように、大変な時期だからこそ、飛躍のために大きく変われるチャンスでもあること

を常に念頭に置き、不易と流行を見定め、将来に向け持続可能な教育環境を展望してまい

りたいと存じます。教育委員会は、未来を担う子どもたちがしっかりと前を向いて逞しく

歩み進めるよう、その成長を支えるとともに、町民の皆さんが、ふるさと新冠を愛し、生

涯にわたって豊かな学びと活動を展開できますよう、本年度も職員一丸となって積極的な

実践活動に取り組んでまいる所存でありますので、町議会議員の皆さま、並びに町民の皆

さまのご理解とご協力をお願い申し上げ、教育行政執行方針といたします。 
○議長（荒木正光君） 教育長の教育行政執行方針が終わりました。 
 

◎日程第３ 議案第１７号 
○議長（荒木正光君） 日程第３、議案第１７号、令和５年度新冠町一般会計予算を議題

といたします。 
 提案理由の説明を求めます。 
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 佐藤総務課長。 
○総務課長（佐藤正秀君） 議案第１７号、令和５年度新冠町一般会計予算について提案

理由を申し上げます。令和５年度新冠町一般会計の予算は、次に定めるところによるもの

とします。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５２億２４００万円に定め

ようとするものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第

１表、歳入歳出予算によるものとします。第２条、地方自治法第２１４条の規定により債

務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表、債務負担行為に

よるものとします。後ほど、説明申し上げます。第３条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、第３表、地方債によるものとします。後ほど、ご説明申し上げます。第４条、

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５億円に

定めようとするものです。第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものと

します。第１号各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における、同一款内での、これらの経費の各項の間の流用とするものです。 

次に、債務負担行為について説明いたしますので、６ページをお開き願います。第２表 

債務負担行為です。議事録作成支援システム購入費、期間は、令和５年度から令和９年度

まで、限度額４６６万２千円は、現行システムの老朽化に伴う更新です。詳細は、予算説

明資料４１ページのとおりです。庁舎内ネットワークサーバー購入費、期間は、令和５年

度から令和９年度まで、限度額２１９０万５千円は、現行サーバーの保守期限が平成２８

年度で終了しているため更新するものです。詳細は、予算説明資料４３ページのとおりで

す。町有牧野トラクター購入費、期間は、令和５年度から令和９年度まで、限度額５６１

万８千円は、導入後４５年経過のトラクターが修理不能となったことにより、代替トラク

ターを中古で購入するものです。これら３件については、備荒資金を活用して購入するこ

ととしております。 

次に、地方債の説明を行いますので、７ページをお開き願います。第３表、地方債です。

今年度の地方債は、合計２億８００９万３千円を限度として借入を起こすものです。この

内、地方交付税で全額交付措置されます、臨時財政対策債をはじめ、８割が措置される辺

地債、７割が措置される過疎債などを精査しますと、実質的な一般財源は、８８８１万円

となります。過疎地域自立促進特別事業、限度額６６５０万円は、地域医療の確保や高齢

者の日常生活支援などに活用しているもので、８ページの過疎ソフト事業に充当しており

ます。温泉施設整備事業限度額２６８０万円は、宿泊棟本館客室の内装改修等整備工事に

係る過疎債です。橋梁長寿命化事業、限度額１０８０万円は、道路メンテナンス補助金を

活用して実施する、節婦小橋等橋梁整備事業に係る過疎債です。地域住宅整備事業、限度

額９１０万円は、社会資本整備総合交付金を活用して実施する、ひがつら団地外部改修事

業に係る公営住宅建設事業債です。水利施設等保全高度化事業、限度額４０１０万は、太
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陽及び美宇地区の営農用水施設の整備事業に係る辺地債です。農道保全対策事業、限度額

１８９０万円は、道営事業により実施する町道東泊津線から道道平取静内線の交点までの

道路整備に係る辺地債です。小規模治山事業、限度額１９１０万円は、道の小規模治山補

助金を活用して実施する、万世、清水の沢Ｂ治山工事及び岩清水、岩清水線、オサナイ線

林道維持修繕に係る緊急自然災害防止対策事業債です。農業水利施設等整備事業、限度額

１６１０万円は、明和地区明渠排水柳谷地先排水路整備に係る緊急自然災害防止対策事業

債です。道路整備事業、限度額７６０万円は、大狩部本郷井旗線本郷地先法面補修工事ほ

か１件に係る、緊急自然災害防止対策事業債です。河川整備事業、限度額２０１０万円は、

元神部川庄野地先河床洗堀防止対策工事ほか８件に係る、緊急自然災害防止対策事業債で

す。緊急浚渫推進事業、限度額９５０万円は、比宇川河道内整備工事ほか１件に係る、緊

急浚渫推進事業債です。東町避難階段補修事業、限度額４２０万円は、東町避難階段補修

工事に係る、緊急防災減災事業債です。公有林整備事業、限度額１３７０万円は、町有林

森林整備事業に係る、国の予算等貸付債です。臨時財政対策債、限度額１７５９万３千円

は、地方交付税財源の不足額を確保するために、国に代わり町が発行する起債で、普通交

付税決定時に同時決定されます。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、

表に記載のとおりとなっております。 

次に事項別明細書、歳出より説明いたしますので、３８ページをお開き願います。別冊

により予算説明資料を配布させて頂いておりますので、説明につきましては、予算区分の

目における前年度比の増減理由を中心に行いますので、ご了承ください。なお、職員人件

費の措置人数ですが、正職員は令和４年度１２４人、令和５年度１２０人で４名減。会計

年度任用職員は、令和４年度８０人、令和５年度８１人で１名増となってます。措置人数

には、年度途中の採用予定分を含んでおり、令和５年４月１日における実人数は１１７人

であります。また、各科目における人件費の増減は、人事異動等によるものです。３８ペ

ージから４１ページになります。１款議会費、１項議会費、１目議会費７７１９万４千円、

前年度比１２８万７千円の減。主な減額は、５月から議員定数１名減により２８８万２千

円。主な増額は、議会配信システム設置業務委託６９万１千円、職員人件費９０万９千円

となっております。４２ページから５３ページに移ります。２款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費４億３４９万２千円、前年度比３２３１万５千円の増。職員人件費、一般

事務費のほか、庁舎管理、ＯＡ機器、システム管理、ふるさと納税返礼品費などを計上し

ております。主な増額は、職員退職手当組合負担金４７０４万１千円、ふるさと納税収納

業務手数料５００万円、新規事業のふるさと納税増収推進業務委託料２００万円、光熱水

費１７１万円、燃料費１６０万円。主な減額は、人件費２４５２万３千円、職員人間ドッ

ク委託料５５万６千円、職員研修旅費２９万８千円となっております。５２ページから５

５ページに移ります。２目文書広報費、１２３０万７千円、前年度比６４５万３千円の増。

広報紙発行、続新冠町史発刊事業費などを計上しております。主な増額は、続新冠町史発

刊事業に係る業務委託料５１７万円及び会計年度任用職員１名分の人件費１０６万７千円
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となっております。５４ページから５９ページに移ります。３目財産管理費３５０７万３

千円、前年度比７２万７千円の増。庁舎及び町有建物維持管理、公共施設用土地借上、レ

コードパーク等維持管理費などを計上しております。主な増額は、公園管理委託料６０万

９千円となっております。５８ページから５９ページに移ります。４目町有林造成管理費

３４７２万７千円、前年度比４５９万７千円の減。町有林管理費を計上しております。主

な減額は、町有林整備事業４６１万４千円となっております。５８ページから６５ページ

に移ります。５目企画費５３３１万８千円、前年度比１５９１万３千円の減。公共交通確

保、定住移住促進、光回線事業費などを計上しております。主な減額は、コロナ交付金で

実施したコミュニティバス購入事業１２５０万９千円及び高度無線環境通信基盤エリア拡

大事業５２６万９千円。主な増額は、コミュニティバス運行業務委託料９７万３千円、地

域コミュニティ活動支援事業補助金７４万２千円、新規事業のリモートワーク・ワーケー

ション実証試験事業６８万７千円となっております。６４ページから６５ページに移りま

す。６目公平委員会費２万１千円は、公平委員３名に係る報酬等を計上。６４ページから

６７ページに移ります。７目交通安全対策費２０６万６千円、前年度比２万１千円の増。

交通安全推進委員会補助金等を計上しております。６６ページから６９ページに移ります。

８目諸費１４１４万２千円、前年度比８４万１千円の減。自治会に関する町政事務委託、

街路灯補助金などを計上しております。主な減額は、自治会連合会補助金でふるさと祭り

に係る短期雇用分９１万１千円となっております。６８ページから６９ページに移ります。

９目財政調整基金費２０２万８千円、前年度比８２万５千円の増は、土地売払収入１８５

万円及び基金に係る預金利子１７万８千円を計上しております。１０目減債基金費４０３

万５千円、前年度比４１７万６千円の減は、立木売払収入３８９万５千円及び基金に係る

預金利子１４万円を計上しております。１１目ふるさとづくり基金費９７５９万９千円、

前年度比９６９万７千円の減は、町有牛売払収入３５４６万円、町有牛受精卵売払収入９

０万円、奨学金貸付元金収入９０２万４千円、ふるさと納税５２００万円のほか、基金に

係る預金利子２１万５千円を計上しております。１２目地域振興基金費６００万円は、ピ

ーマン選果施設整備事業貸付金収入を計上。１３目森林環境譲与税基金費は、積立がなく

廃目となっております。７０ページから７３ページに移ります。２項徴税費、１目税務総

務費５９９３万９千円、前年度比３２７万２千円の増。職員人件費、一般事務費などを計

上しております。主な増額は、再任用職員１名分の人件費３６４万９千円となっておりま

す。７２ページから７３ページに移ります。２目賦課徴収費４６３万１千円、前年度比７

４８万９千円の減。税金の収納、システム運用費などを計上しております。主な減額は、

地方税共通納税システム業務委託５８８万４千円、固定資産評価替鑑定委託料１５０万５

千円となっております。７４ページから７７ページに移ります。３項戸籍住民基本台帳費、

１目戸籍住民基本台帳費２４２９万６千円、前年度比７２３万４千円の減。職員人件費、

戸籍システム利用料、結婚記念品贈呈事業費などを計上しております。主な減額は、住基

システム改修業務委託料１１００万円、ソフト使用料６６万円。主な増額、人件費２３８
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万９千円、戸籍システムクラウド使用料２１１万２千円となっております。７８ページか

ら７９ページに移ります。４項選挙費、１目選挙管理委員会費３０万５千円、前年度比４

千円の減。選挙管理委員会の委員３名分の報酬などを計上しております。２目北海道知事

道議議員選挙費５５１万４千円は、４月９日執行の選挙費を計上しております。８０ペー

ジから８１ページに移ります。３目新冠町議会議員選挙費１１０３万９千円は、４月２３

日執行の選挙費を計上しております。参議院議員選挙費は、廃目です。８２ページから８

３ページに移ります。５項統計調査費、１目指定統計調査費３２万６千円、前年度比１６

万９千円の増。学校基本調査ほか４件の調査費を計上しております。主な増額は、漁業セ

ンサスで１６万６千円となっております。８４ページから８５ページに移ります。６項監

査委員費、１目監査委員費１０８万６千円、前年度比１０万８千円の増。監査委員２名の

報酬などを計上しております。主な増額は、報酬改定分の９万円となっております。 

○議長（荒木正光君） 総務課長一旦中断してください。 

昼食のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午前１２時５４分 

 

○議長（荒木正光君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

午前中に引き続き、議案第１７号、令和５年度新冠町一般会計予算を議題といたします。

提案理由の説明求めます。 

 佐藤総務課長。 

〇総務課長（佐藤正秀君） 引き続き８６ページから９９ページになります。３款民生費、

１項社会福祉費、１目社会福祉総務費５億２８３５万６千円、前年度比７１５１万４千円

の減。職員人件費、重度心身障害者、子どもひとり親家庭等医療給付費、障害者自立支援、

子ども発達支援センター、アイヌ協会運営補助金などを計上しております。主な減額は、

新冠町アイヌ政策推進事業７６７０万円、介護給付８９０万６千円、福祉医療サーバー購

入３２０万７千円、子ども発達支援センター委託１８６万５千円、地域活動支援センター

委託１０８万円。主な増額は、更生医療給付１０２６万６千円、障害児通所給付３７１万

円、自治会連合会等担当再任用職員人件費４３９万５千円、高齢者事業団会計年度任用職

員２８４万２千円、相談支援充実強化委託２２０万円となっております。９８ページから

１０３ページに移ります。２目老人福祉費２億１５１３万７千円、前年度比２３５２万３

千円の増。ふれあい夕食、移送サービス、高齢者等生活援助、日高中部広域連合負担金な

どを計上しております。主な増額は、介護サービス特別会計繰出金１７５８万６千円、日

高中部広域連合負担金２３９万５千円、ふれあい夕食委託２２８万円、高齢者等生活援助

委託１３３万８千円。主な減額は、緊急通報システム購入債務負担分９４万５千円、コロ

ナ交付金で実施した介護資格取得助成５０万円となっております。１０２ページから１０
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３ページに移ります。３目後期高齢者医療費１億１５０５万４千円、前年度比１２０５万

９千円の増。主な増額は、療養給付費負担金１２８５万円となっております。１０２ペー

ジから１０９ページになります。４目地域包括支援センター費４２８３万８千円、前年度

比４１１万４千円の増。職員人件費、介護予防ケアマネジメント、認知症総合支援、生活

支援体制整備事業費などを計上しております。主な増額は、人件費２１６万１千円、公用

車購入費１３４万２千円、生活支援体制整備事業委託料６８万６千円となっております。

１０８ページから１１１ページに移ります。５目老人福祉施設費３５５８万７千円、前年

度比１９７万円の増。老人憩いの家、高齢者共同生活施設の運営費などを計上しておりま

す。主な増額は、燃料費１０９万３千円、光熱水費４２万４千円、憩いの家管理委託料３

２万３千円となっております。１１０ページから１１３ページに移ります。６目社会福祉

施設費７２０万９千円、前年度比６２５万円の減。集会施設の維持管理費を計上しており

ます。主な減額は、集会施設改修工事６５５万６千円となっております。１１２ページか

ら１１５ページに移ります。７目生活館費１０６８万３千円、前年度比９６万１千円の増。

生活館の維持管理費を計上しております。主な増額は、ポロシㇼ生活館における管理委託

４２万円及び、アイヌ文化体験交流事業１８万円となっております。１１４ページから１

１７ページに移ります。８目国民年金費３万９千円、前年度比２９万７千円の減は、事務

費で、主な減額は、国民年金システム改修費２９万７千円となっております。１１８ペー

ジから１１９ページに移ります。２項児童福祉費、１目児童措置費５９４１万７千円、前

年度比６８８万円の減。児童手当に係る予算を計上しております。主な減額は、児童手当

３７８万円、町子ども誕生祝金３１０万円となっております。１１８ページから１２３ペ

ージに移ります。２目児童福祉施設費２４４６万円、前年度比２３７万８千円の減。子ど

も子育て事業、児童館、子育て支援センター運営費などを計上しております。主な減額は、

子育て支援センター正職員１名減、会計年度任用職員１名増の差額分人件費２１９万７千

円となっております。１２４ページから１２７ページに移ります。４款衛生費、１項保健

衛生費、１目保健衛生総務費６６１４万３千円、前年度比２５９万５千円の減。職員人件

費、新ひだか町立静内病院婦人科運営負担金、保健センター管理、不妊治療助成費などを

計上しております。主な減額は、新ひだか町立静内病院婦人科運営負担金４６２万３千円、

不妊治療費助成事業４０万千円。主な増額は、人件費１７６万、燃料費４３万５千円とな

っております。１２６ページから１３１ページに移ります。２目予防費３０４５万４千円、

前年度比１９６６万３千円の減。妊娠期出産時支援、乳幼児健診、各種健診、伝染病予防

接種事業費などを計上しております。主な減額は、新型コロナ予防接種事業１１２９万円、

伝染病予防接種３８５万円、ＰＣＲ検査助成３３８万６千円、妊娠期出産時支援事業１０

４万円となっております。１３２ページから１３５ページに移ります。３目環境衛生費２

９０５万１千円、前年度比１２４５万９千円の増。霊園霊葬場管理、合併処理浄化槽設置

整備、空き家対策推進費などを計上しております。主な増額は、新規事業の合葬墓整備１

４１３万５千円。主な減額は、合併処理浄化槽補助１４１万３千円、泉共同墓地舗装費３
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３万円となっております。１３４ページから１３５ページに移ります。４目診療所費１億

４５４４万４千円、前年度比２７６４万２千円の増は繰出金で、国保診療所特別会計で説

明いたします。１３６ページから１３７ページに移ります。２項清掃費、１目清掃総務費

１億９６５０万８千円、前年度比２７２５万２千円の増。日高中部衛生施設組合負担金、

ゴミ収集運搬費などを計上しております。主な増額は、衛生施設組合負担金２５００万４

千円、市街地ゴミ運搬委託費２４１万１千円となっております。１３８ページから１３９

ページに移ります。３項水道費、１目地区水道費５１３万６千円、前年度比３４８万６千

円の減。地区水道管理費を計上しております。主な減額は、施設工事費３１１万３千円、

重機借上料６４万７千円となっております。２目簡易水道費９４３３万８千円、前年度比

７４９万円の増は繰出金で、簡易水道事業特別会計で説明いたします。１４０ページから

１４１ページに移ります。５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費２４４６万

４千円、７６万４千円の増。職員人件費、委員報酬などを計上しております。主な増額は、

委員報酬改定分４８万９千円、情報収集等業務効率化推進事業、通信費２１万７千円とな

っております。１４２ページから１４５ページに移ります。２目農業総務費６０６３万１

千円、前年度比２６５万９千円の減。職員人件費、農業支援員派遣、地域担い手育成総合

支援協議会ほか各種補助金などを計上しております。主な減額は、農業支援員事業８６５

万９千円、親元就農奨励金５０万円。主な増額は、農業次世代人材投資資金５２５万円、

野菜促成栽培施設整備事業補助金１００万５千円となっております。１４４ページから１

４７ページに移ります。３目農業振興費１億７３７万７千円、前年度比１７９６万１千円

の減。職員人件費、水利施設等保全高度化事業負担金、農業用施設維持管理等事業などを

計上しております。主な減額は、農道保全対策事業負担金３３８６万円、水利施設等保全

高度化事業負担金４４０万３千円。主な増額は、新規事業の農村整備負担金１８９０万円、

農業用施設工事費３６８万１千円となっております。１４６ページから１５１ページに移

ります。４目畜産業費１８１４万５千円、前年度比１６２万５千円の増。酪農ヘルパー事

業ほか各種補助、受精卵移植、軽種馬市場上場促進事業補助金などを計上しております。

主な増額は、和牛育種協議会補助金８９万６千円、軽種馬上場補助金７０万円となってお

ります。１５０ページから１５７ページに移ります。５目牧野管理費１億５４０万９千円、

前年度比７５１万７千円の減。職員人件費、預託牛、町有牛、和牛センターの管理費を計

上しております。主な減額は、合併処理浄化槽設置工事３９８万２千円、会計年度任用職

員人件費３５０万円、草地化成肥料土壌改良資材費１８５万円。主な増額は、共同草地売

却用地確定測量委託料２３１万円となっております。１５８ページから１６１ページに移

ります。２項林業費、１目林業振興費５０５１万４千円、前年度比４８４万３千円の増。

職員人件費、有害鳥獣駆除、民有林振興対策費などを計上しております。主な増額は、エ

ゾシカ処理手数料２５８万２千円、有害鳥獣駆除捕獲委託料２５８万６千円となっており

ます。１６０ページから１６１ページに移ります。２目林道費１１４１万４千円、前年度

比３４９万円の増。林道維持費などを計上しております。主な増額は、修繕料８８５万７
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千円、草刈業務委託料４４万６千円。主な減額は、重機借上料２８５万９千円、林道維持

補修工事２５０万８千円となっております。１６０ページから１６３ページに移ります。

３目治山費２５１５万４千円、前年度比３２７２万４千円の減。治山事業、小規模治山事

業費を計上しております。主な減額は、小規模治山事業２２１４万９千円、治山事業１０

５７万５千円となっております。１６２ページから１６３ページに移ります。４目森林公

園費１０８４万２千円、前年度比７３万円の増。判官館森林公園管理費などを計上してお

ります。主な増額は、木製遊具等修繕６０万６千円となっております。１６４ページから

１６５ページに移ります。３項水産業費、１目水産業振興費１７４４万円、前年度比１７

４万２千円の増。職員人件費、水産多面的機能発揮対策事業負担金ほか各種補助金などを

計上しております。主な増額は、水産多面的機能発揮対策事業負担金５５４万２千円。主

な減額は、漁業者漁具整備事業補助金１７７万円、ホッキ最小成貝放流事業補助金１５６

万円となっております。１６６ページから１６７ページに移ります。６款商工費、１項商

工費、１目商工業振興費１２３２万１千円、前年度比５１万７千円の増。商工業振興事業

補助金などを計上しております。主な増額は、商工業振興事業補助金５１万７千円となっ

ております。１６６ページから１７１ページに移ります。２目観光費１億２９９１万円、

前年度比１９２０万９千円の増。職員人件費、乗馬施設、道の駅、新冠温泉施設、西泊津

ヒルズパークの管理運営費などを計上しております。主な増額は、温泉施設改修２６４５

万７千円、温泉指定管理料５０４万９千円、乗馬指定管理料９６万千円、道の駅指定管理

料７７万５千円、温泉施設特殊建築物等定期報告調査業務委託６０万５千円。主な減額は、

人件費１名分８６１万７千円、乗馬クラブ移転工事５６５万４千円、観光協会補助金５４

万５千円となっております。１７２ページから１７３ページに移ります。７款土木費、１

項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費６２０万８千円、前年度比１２万６千円の増。道路台

帳管理業務、地籍図簿等土地移動整理業務委託費などを計上しております。１７２ページ

から１７４ページ。２目道路維持費６８２１万６千円、前年度比１５３６万８千円の減。

車両管理、町道維持補修費などを計上しております。主な減額は、補修工事７３３万７千

円、緊急自然災害防止対策事業６２５万５千円、重機借上１２０万円となっております。

１７４ページから１７７ページに移ります。３目道路新設改良費８４９９万９千円、前年

度比４６６１万５千円の減。職員人件費、道路改良舗装、橋梁長寿化 修繕事業費などを計

上しております。主な減額は、橋梁長寿命化工事５３６７万円、道路舗装工事５６６万５

千円、社会資本整備工事５３０万円、橋梁点検委託３６３万円。主な増額は、調査設計費

１４４０万円、人件費７００万５千円、北海道市町村入札参加資格共同審査負担金２４万

８千円となっております。１７８ページから１７９ページに移ります。２項河川費、１目

河川総務費４０６８万４千円、前年度比８７万７千円の増。樋門管理、河川維持整備事業

費などを計上しております。主な増額は、緊急自然災害防止対策事業１１１１万９千円。

主な減額は、緊急浚渫推進事業６８０万８千円、修繕料１４２万１千円、河川支障木伐１

００万円、河川工事８０万円となっております。１８０ページから１８３ページに移りま
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す。３項住宅費、１目住宅管理費１９７６万円、前年度比９６９万９千円の減。公営住宅

維持管理、住宅リフォーム助成事業費などを計上しております。主な減額は、人件費１名

分６１９万５千円、住宅改修工事５１２万６千円。主な増額は、消火器購入５８万５千円、

特殊建築物等定期報告調査業務委託４６万２千円となっております。１８２ページから１

８３ページ。２目住宅建設費４６８６万４千円、前年度比１２３３万９千円の増。職員人

件費、公営住宅改修事業費などを計上しております。主な増額は、改修工事１６７９万７

千円。主な減額は、人件費１名分３６８万円、移転補償７６万８千円となっております。

１８４ページから１８５ページに移ります。４項下水道費、１目下水道整備費１億１１５

３万８千円、前年度比３５６万円の増は繰出金で、下水道事業特別会計で説明いたします。

１８６ページから１８７ページに移ります。８款消防費、１項消防費、１目常備消防費２

億９３３万９千円、前年度比３５７３万９千円の減。日高中部消防組合本部経費及び新冠

支署経費を計上しております。主な減額は、支署経費負担金で新型コロナ交付金により実

施した、高規格救急自動車購入事業費３７９８万４千円となっております。１８６ページ

から１８９ページ。２目災害対策費１６０２万４千円、対前年度比３４４万２千円の増。

災害情報等一斉送信システム、防災無線、雨量監視等のシステム運用、東町避難階段補修

費などを計上しております。主な増額は、東町避難階段補修工事４２７万９千円。主な減

額は、気象情報観測システム機器設置手数料６０万３千円となっております。１９０ペー

ジから１９１ページに移ります。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費１８９

万７千円、前年度比１７万８千円の増。教育委員に係る経常経費を計上しております。１

９０ページから１９９ページ。２目事務局費１億４６４０万１千円、前年度比２９２８万

９千円の増。職員人件費、学力体力向上支援、学校教育振興補助、学校統合推進費、奨学

金貸付、外国語指導助手、高校生通学支援費などを計上しております。主な増額は、人件

費１名分６５１万１千円、退職手当組合３０２１万３千円、高校通学支援８１万円、学力

体力向上支援７６万２千円、学校統合推進費６４万９千円。主な減額は、奨学金貸付８３

２万８千円、新型コロナ交付金で実施した修学旅行支援補助１２２万４千円及び、ＩＣＴ

機器操作支援業務４８万６千円となっております。１９８ページから１９９ページに移り

ます。３目住宅費１４７万２千円、前年度比３２３万１千円の減。教員住宅維持管理費を

計上しております。主な減額は、教員住宅修繕及び改修工事３２２万円となっております。

１９８ページから２０１ページ。４目児童生徒輸送費５１６０万１千円、前年度比５９４

万５千円の増。スクールバスの運行などを計上しております。主な増額は、スルールバス

運転業務委託料５０７万円、燃料費４１万４千円となっております。２０２ページから２

０７ページに移ります。２項小学校費、１目学校管理費８２６４万５千円、前年度比１５

２２万２千円の増。人件費、学校施設維持管理費などを計上しております。主な増額は、

統合に伴う新冠小駐車場整備１１３０万８千円、燃料費２２２万２千円、電気料２０４万

３千円、会計年度人件費１５１万２千円。主な減額は、新型コロナ交付金で実施したプー

ル改修工事１３０万９千円となっております。２０６ページから２０７ページに移ります。



27 
 

２目教育振興費３２９万６千円、前年度比５０万５千円の減。教育資機材、就学援助費を

計上しております。主な減額は、パソコン購入に係る債務負担分７２万９千円となってお

ります。２０８ページから２１３ページに移ります。３項中学校費、１目学校管理費、４

３０６万５千円、前年度比３６７万４千円の増。人件費、学校施設維持管理費などを計上

しております。主な増額は、燃料費２４２万９千円、電気料７１万６千円、特殊建築物等

定期報告調査業務６０万５千円となっております。２１２ページから２１３になります。

２目教育振興費１７５万３千円、前年度比２０万８千円の減。教育資機材、就学援助費を

計上しております。主な減額は、就学援助経費３３万１千円。主な増額は、学習ソフト使

用料１２万円となっております。２１４ページから２１７ページに移ります。４項認定こ

ども園費、１目認定こども園費２億３１５０万２千円、前年度比２６７万円の減。職員人

件費、園施設維持管理運営費を計上しております。主な減額は、新型コロナ交付金で実施

した通園バス購入事業１４４２万６千円。主な増額は、人件費８４４万９千円、通園バス

運行業務委託１６８万２千円、給食業務委託１０４万８千円となっております。２１８ペ

ージから２２５ページに移ります。５項社会教育費、１目社会教育総務費８５２０万２千

円、前年度比４７４万３千円の減。職員人件費、プラスワンセミナー、各種団体補助、音

楽体験交流、生涯学習事業費などを計上しております。主な減額は、職員人件費４３９万

円となっております。２２４ページから２３１ページに移ります。２目レコード館事業推

進費８９１２万２千円、前年度比６１２万９千円の増。職員人件費、レコード館施設施設

維持管理費、町民ホール設備維持、自主企画運営委員会補助金などを計上しております。

主な増額は、燃料費２６４万８千円、光熱水費２３６万５千円、特殊建築物等定期報告調

査業務９６万９千円となっております。２３０ページから２３３ページに移ります。３目

図書費１５２０万４千円、前年度比７４万８千円の増。職員人件費、図書プラザ事業、図

書購入費などを計上しております。主な増額は、移動図書車両車検３０万８千円、ネット

用パソコン購入２４万５千円となっております。２３２ページから２３７ページに移りま

す。４目青少年育成費１４６８万４千円、前年度比７万円の増。青年団体等補助金、青少

年国内研修交流事業、放課後子どもプラン事業費などを計上しております。２３６ページ

から２３９ページに移ります。５目郷土資料館費１８２万３千円、前年度比１４万５千円

の増。施設維持管理費、ふるさと歴史伝承活性化事業などを計上しております。２４０ペ

ージから２４１ページに移ります。６目青年の家費８８１万８千円、前年度比７４万８千

円の増。会計年度任用職員人件費、施設維持管理費などを計上しております。主な増額は、

燃料費３０万１千円、電気料２９万６千円、特殊建築物等定期報告調査業務委託２１万円

となっております。２４２ページから２４３ページに移ります。町民センター施設維持管

理費などを計上しております。２４４ページから２４７ページに移ります。６項保健体育

費、１目保健体育総務費４３２９万４千円、前年度比１２３万８千円の増。職員人件費、

社会体育団体補助、町民スポーツ教室事業費などを計上しております。主な増額は、人件

費９２万７千円、スポーツ振興計画策定事業２１万８千円となっております。２４６ペー
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ジから２５１ページに移ります。２目体育施設費１４２１万２千円、前年度比１４６万４

千円の減。スポーツセンター、町民グランド、テニスコート、節婦体育館施設維持管理費、

学校体育施設開放事業費などを計上しております。主な減額は、グランド整備費２５０万

８千円、学校体育館開放１８万２千円。主な増額は、スポーツセンター小体育館窓撤去工

事１３３万１千円となっております。２５２ページから２５３ページに移ります。７項学

校給食費、１目学校給食費６３２９万２千円、前年度比４３万６千円の増。給食材料費、

業務委託料などを計上しております。２５４ページから２５５ページに移ります。１０款

災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目現年発生災害復旧費３５万６千円、前年

度比１７万４千円の増。北海道防災協会負担金を計上しております。２５６ページから２

５７ページに移ります。１１款公債費、１項公債費、１目元金６億６９０１万７千円、前

年度比５３５０万４千円の減は、本年度の起債償還に係る元金を計上しております。２目

利子１３９０万円、前年度比２６１万８千円の減。起債償還に係る利子を計上しておりま

す。２５８ページに移ります。１２款予備費、１項予備費、１目予備費３００万円は、前

年度と同額を計上しております。 

次に、歳入に入りますので、１２ページをお開き願います。説明については、算定方法

や主だった内容等について申し上げます。１２ページから１３ページ、１款町税、１項町

民税、１目個人２億５５２３万円、令和４年度決算見込み額で算出しております。２目法

人４８３９万円、令和４年度決算見込み額で算出しております。２項固定資産税、１目固

定資産税３億１００６万５千円、家屋で４９９万１千円増、償却資産で３３３万円増、大

規模償却資産で８８２万円増となっております。２目国有資産等所在市町村交付金及び納

付金８５８万９千円。３項軽自動車税、１目軽自動車税１７３３万９千円、課税台数７台

増の２８０４台を見込み計上。２目環境性能割１２５万１千円、令和４年度実績見込み６

５台で算定。４項市町村たばこ税、１目市町村たばこ税３３６６万８千円、令和４年度タ

バコ本数の実績見込み５１１万本で算定。５項入湯税、１目入湯税１２８９万２千円、令

和４年度入浴者数実績見込み１２万８９２２人で算定。１４ページから１５ページに移り

ます。２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税、１目地方揮発油譲与税１９５０万円、地

方財政計画、以後、地財計画と申し上げます。地財計画により令和４年度決算見込額の９

４．５％で算定しております。２項自動車重量譲与税、１目自動車重量譲与税５５５０万

円、地財計画により令和４年度決算見込額の９４．５％で算定。３項森林環境譲与税、１

目森林環境譲与税５５１万６千円、日高振興局からの通知に基づき算定。３款利子割交付

金、１項利子割交付金、１目利子割交付金２５万円、地財計画により令和４年度決算見込

額の９４．５％で算定。４款配当割交付金、１項配当割交付金、１目配当割交付金２８０

万円、令和４年度決算見込額に過去の実績から１３０％で算定。５款株式等譲渡所得割交

付金、１項株式等譲渡所得割交付金、１目株式等譲渡所得割交付金１９０万円、地財計画

により令和４年度決算見込額の７２．６％で算定。６款法人事業税交付金、１項法人事業

税交付金、１目法人事業税交付金９４０万円、令和４年度決算見込額と同額を計上。７款
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地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、１目地方消費税交付金１億４７６７万７千円、

令和４年度決算見込額に過去の実績から１０６％で算定。８款環境性能割交付金、１項環

境性能割交付金、１目環境性能割交付金４４０万円、地財計画により令和４年度決算見込

額の７０％で算定。１６ページから１７ページに移ります。９款地方特例交付金、１項地

方特例交付金、１目地方特例交付金２２０万円、地財計画により令和４年度決算見込額の

９５．７％で算定。１０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税２７億８８００

万円、普通交付税は、令和４年度当初決定額から公債費減による減額分４千万を差引き算

定。特別交付税は、令和４年度当初決定額から災害関連分４千万円を差引き算定。１１款

交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、１目交通安全対策特別交付金８

０万円、令和４年度決算見込額と過去の実績により算定。１２款分担金及び負担金、１項

負担金、１目民生費負担金８５万３千円、日高町養護老人ホーム入所者の個人負担金及び

こども発達支援センター利用に係る日高町の負担金。２目教育費負担金３７３万８千円、

認定こども園に係る保育料及び一時預かり利用料。１３款使用料及び手数料、１項使用料、

１目総務使用料４万３千円、西新冠地区デマンドバス及びコミュニティバスの運賃収入。

２目民生使用料１９１万９千円、生活館及び集会施設使用料は、生活館１１施設及び、本

町多目的交流センター他１６施設に係るもの。高齢者共同生活施設居室使用料は、あいあ

い荘に入居する１５名の居室使用料。３目衛生使用料６５万９千円は、主に火葬場使用料。

４目農林水産業使用料９８１万２千円。１節牧野使用料７２６万円は、乳用種１４０頭、

肉用種６０頭の見込みで計上。２節林業使用料２５５万２千円は、判官館森林公園バンガ

ロー及びテント使用料。５目商工使用料２３１万７千円は、道の駅の店舗出店使用料及び

パークゴルフ場使用料。６目土木使用料７１９８万３千円は、１節土木使用料２３３万４

千円は、町道敷地占用２７法人、河川敷地使用２８名分。１９ページ、２節住宅使用料６

９６４万９千円は、公営住宅入居３１８戸、駐車場使用１５１台分。１８ページから１９

ページ。７目教育使用料２１４万６千円は、社会教育関係７施設に係る各使用料。２項手

数料、１目総務手数料２６６万５千円。主に、３節に計上の戸籍及び住民登録並びに諸証

明手数料。２目民生手数料５３１万９千円は、ふれあい夕食利用者負担１万３千食分を計

上しております。３目衛生手数料１６２４万５千円。１節環境衛生手数料１２万円は、狂

犬病予防注射済票交付等手数料。２節清掃手数料１６１２万５千円は、主に小動物焼却手

数料及びゴミ収集運搬手数料。４目農林水産業手数料９万２千円は、主に農業経営基盤強

化促進事業嘱託登記手数料。２０ページから２１ページに移ります。５目土木手数料千円

は、地籍調査図簿等の交付手数料。１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫

負担金１億９７０１万円。１節社会福祉費国庫負担金１億５３８３万１千円。国民健康保

険基盤安定費負担金ほか８件は、歳出に対応するルール分。２節児童福祉費国庫負担金４

３１７万９千円。児童手当国庫負担金ほか２件は、歳出に対応するルール分。２目衛生費

国庫負担金１９万２千円。感染症予防事業費等国庫負担金は、がん検診等に対するもの。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金４４９万２千円、１節総務管理費国庫補助金１５



30 
 

５万９千円は、自治体情報システム標準化対応に対するもの。２節企画費国庫補助金２９

３万３千円は、町コミュニティバス運行事業に対するもの。２目民生費国庫補助金２０１

８万３千円。１節社会福祉費国庫補助金１２４６万４千円、地域生活支援事業費等補助金

は、障害者の移動支援事業等に対するもの。アイヌ政策推進交付金は、合葬墓整備事業等

に対するもの。２節児童福祉費国庫補助金７７１万９千円。子ども子育て支援体制整備総

合推進事業費国庫補助金は、認定こども園の研修事業に対するのも。子ども子育て支援交

付金は、支援センターが実施する、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業等に対する

もの。３目衛生費国庫補助金３３万８千円。循環型社会形成推進交付金は、合併処理浄化

槽設置に対するもの。母子保健衛生費国庫補助金は、産婦健診に対するもの。４目土木費

国庫補助金４７５８万４千円。１節道路橋梁費国庫補助金２６５０万１千円は、橋梁長寿

命化事業に対するもの。２３ページの２節住宅費国庫補助金２１０８万３千円は、住宅リ

フォーム助成金及びひがつら団地外部改修事業等に対するもの。５目教育費国庫補助金２

０万７千円。１節小学校費国庫補助金５万４千円及び２節中学校費国庫補助金１５万３千

円は、就学援助事業等に対するもの。３項国庫委託金、１目総務費国庫委託金２７万２千

円、中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金は、在留外国人の届出等に係る事務費に

係るもの。２目民生費国庫委託金２４７万７千円。１節社会福祉費国庫委託金２４６万１

千円は、年金業務の窓口受付け相談業務等の人件費等に対するもの。２節児童福祉費国庫

委託金１万６千円は、特別児童扶養手当事務費に係るもの。１５款道支出金、１項道負担

金、１目民生費道負担金１億１８４８万８千円。１節社会福祉費道負担金１億８０３万１

千円、国民健康保険基盤安定費負担金ほか９件は、歳出に対応するルール分。２節児童福

祉費道負担金１０４５万７千円、児童手当道負担金ほか２件は、歳出に対応するルール分。

２項道補助金、１目総務費道補助金１９９３万４千円は、町有林の整備に対するもの。２

４ページから２５ページに移ります。２目民生費道補助金２７８０万８千円。１節社会福

祉費道補助金１９７２万５千円、地域生活支援事業費等補助金は、障害者の移動支援事業

等に対するもの。民生委員活動費補助金は、単価６万２００円で２１名分が交付されるも

の。重度心身障害者医療給付事業費補助金、ひとり親家庭等医療給付事業費補助金、子ど

も医療給付事業費補助金は、歳出に対応するルール分。生活館運営費補助金は、運営費の

内、需用費、役務費等に対するもの。地域づくり総合交付金は、子ども発達支援センター

事業に対するもの。２節児童福祉費道補助金８０８万３千円。施設型給付費道補助金ほか

２件は、歳出に対応するルール分。３目衛生費道補助金８３万９千円、健康増進事業費補

助金は、健康相談健康教育事業等に対するもの。４目農林水産業費道補助金３９７５万１

千円、１節農業費道補助金１１６４万円、農業委員会等活動促進事業費交付金は、農業委

員会の事務の円滑な処理を遂行するための補助金。経営所得安定対策推進事業補助金は、

申請書受け付け等、事務経費に対するもの。農業次世代人材投資事業道補助金は、歳出同

額が補助されるもの。農業委員会情報収集等業務効率化支援事業交付金は、タブレット１

１台分の通信費に対するもの。２節林業費道補助金２８１１万１千円、小規模治山事業補



31 
 

助金は、歳出計上の小規模治山事業に対するもの。鳥獣被害防止総合対策事業補助金は、

有害鳥獣駆除対策事業に対するもの。５目教育費道補助金７７万５千円、放課後こどもプ

ラン補助金は、放課後子ども教室に係るもの。３項道委託金、１目総務費道委託金１３９

１万１千円。１節総務管理費道委託金２万９千円は、国土利用計画法に基づく事業経費に

対するもの。２節徴税費道委託金８０２万８千円は、個人道民税の徴収に対するもの。２

７ページの３節戸籍住民基本台帳費道委託金４千円は、パスポート発給事務に対するもの。

４節統計調査費道委託金３３万６千円は、学校基本調査ほか４調査に対するもの。５節選

挙費道委託金５５１万４千円は、知事道議選挙事務に対するもの。２６ページから２７ペ

ージ、２目衛生費道委託金１１万２千円は、主に、浄化槽設置届出書の受理等事務費に対

するもの。３目農林水産業費道委託金１３０万５千円、１節農業費道委託金１００万７千

円、道営土地改良事業監督等補助業務委託金ほか２件は、受託業務に対するもの。２節林

業費道委託金２４万円及び３節水産業費道委託金５万８千円は、道の権限移譲事務に対す

るもの。４目商工費道委託金１千円は、商工会の決算関係書類の受理事務に係るもの。５

目土木費道委託金１０３万９千円は、樋門、樋管３８基に係るもの。１６款財産収入、１

項財産運用収入、１目財産貸付収入２０５２万４千円。１節土地建物貸付収入１４５２万

２千円、町有地貸付収入は９０件分。町有地一時貸し付け収入は、３か年実績の平均額で

算出。職員住宅貸付収入は１８戸分。教職員住宅貸付収入は２４戸分。移住促進住宅貸付

収入は、ナナカマド７戸分。農業支援員住宅貸付収入は、旧太陽小学校教員住宅１戸分。

社員寮貸付収入は、新冠温泉付帯施設１棟分を指定管理者へ貸付する分。２９ページの２

節特許権等貸付収入千円は、節の存置。３節物品貸付収入６００万１千円は、ＩＲＵ契約

に係る光伝送路貸付収入。２８ページから２９ページ、２目利子及び配当金８４万２千円

は、配当金及び各基金の利子。２項財産売払収入、１目物品売払収入４４５０万１千円。

町有牛売払収入は、肥育牛３３頭、廃用牛５頭を予定。立木売払収入は、岩清水古岸地区

町有林立木売払を計上。２目不動産売払収入３００万５千円は、町有牧野共同草地を現使

用者３名に売却するもの。１７款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金千円は、科目存置。

２目指定寄附金１億円は、ふるさと納税に係る寄附金。１８款繰入金、１項基金繰入金、

１目るさとづくり基金繰入金２億５８３６万６千円、令和４年度に寄付のありましたふる

さと納税の積立金１億７９９９万３千円、一般寄付２０２４万円を歳出の各事業に充当す

べく繰入れております。その他の繰入れとして、町有牧野事業３３２６万７千円、新冠小

学校駐車場整備工事１１３０万８千円、奨学金貸付事業１１２２万円、漁業者漁具整備事

業補助金１２０万円、野菜促成栽培施設整備事業補助金１１３万８千円に充当しておりま

す。２目減債基金繰入金１１８７万２千円は、公債費の内、公有林整備事業債に係る元利

償還金に繰入れるもの。森林環境譲与税基金繰入金及び財政調整基金繰入金は、繰入れが

無いため廃目とします。１９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金３千万円は、前年度と同

額を計上。３０ページから３１ページに移ります。２０款諸収入、１項延滞金加算金及び

過料は、それぞれ科目存置。２項預金利子、１目預金利子５万円は、前年度と同額を計上。
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３項貸付金元利収入、１目アイヌ住宅改良等資金貸付金元利収入３８６万８千円は、継続

償還者、現年分２名、滞納分１名分を計上。２目北海道労働金庫貸付金元金収入３００万

円は、町民向け融資制度に係る貸付金元金。３目法外援護資金貸付金収入５０万円は、社

会福祉協議会が行う生活困窮者向け生活資金貸付制度に係る貸付金。４目農業振興資金貸

付金収入６００万円は、平成２７年ピーマン選果施設整備時に貸付した９千万円に対する

償還金。５目奨学金貸付金元金収入９３８万４千円は、修学資金貸付者１名、奨学金貸付

者４５名分。４項雑入、１目滞納処分費から３目違約金及び延納利息までは、科目存置。

４目宝くじ交付金収入４２３万８千円は、北海道市町村振興協会より交付されるもの。５

目雑入５０６８万５千円、前年度比３２５６万５千円の減。前年度と比較して大きく増減

したもとして、１番の高額療養費立替分７４万７千円の減。５番の健康診査一部負担金４

０万円の増で、隔年実施の脳のＭＲＩ検査分。３３ページに移ります。１１番の居宅介護

支援介護給付費４４万２千円の増で、新規事務処理に係るもの。１２番の測量費負担金１

１５万５千円の増で、牧野共同草地売却に係るもの。３０番の新冠町子ども発達支援セン

ター構成町負担金８３万６千円の減で、利用減少によるもの。それと前年度の計上分とし

て、職員の退職手当組合精算還付金２８００万円の減、それは積立余剰ないため。それか

ら滞納整理機構派遣費用精算金４６９万円の減。こちらは任期終了のためとなってます。

以上となってます。３４ページから３５ページに移ります。５項受託事業収入、１目受託

事業収入５７１８万９千円。介護予防地域支援事業受託事業収入は、地域支援事業に係る

受託事業収入。後期高齢者医療広域連合受託事業収入は、健診費用及び事務費。和牛セン

ター預託料は、年間延べ５３５６頭に係る預託料。２１款町債、１項町債、１目総務債か

ら、６目臨時財政対策債までの各町債は、７ページの第３表、地方債で説明のとおりです

ので、省略させて頂きます。 

以上が議案第１７号、令和５年度新冠町一般会計予算の提案内容を説明いたしました。

ご審議賜り原案どおりご決定頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
 暫時休憩いたします。 
 

休憩 午後１時５３分 
再開 午前２時 ７分 

 
○議長（荒木正光君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
 

◎日程第４ 議案第１８号及び日程第５ 議案第１９号 
○議長（荒木正光君） 日程第４、議案第１８号、令和５年度新冠町簡易水道事業特別会

計予算、日程第５、議案第１９号、令和５年度新冠町下水道事業特別会計予算、以上２件

を一括議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 
 関口建設水道課長。 
〇建設水道課長（関口英一君） 議案第１８号、令和５年度新冠町簡易水道事業特別会計

予算について、提案理由の説明を申し上げます。令和５年度新冠町簡易水道事業特別会計

の予算は、次に定めるところによるものです。歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ２億５３１１万７千円に定めようとするものです。第２項、歳入歳

出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算によるものとし

ます。債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、第２表、債務負担行為によるものとします。

後ほど、ご説明いたします。地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により、

起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

第３表、地方債によるものとします。後ほどご説明いたします。一時借入金、第４条、地

方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額５００万円と定

めようとするものです。 
次に債務負担行為について説明いたしますので、２７３ページをお開き願います。第２

表、債務負担行為です。水道施設集中監視システム購入費。期間は令和５年度から令和９

年度まで。限度額３０９１万円は、現在使用している集中監視システムは、平成２３年度

にシステム機器及びプログラム更新を行っていますが、更新より１０年以上経過し、今後

修理部品の調達が困難となるため、システム機器及びプログラムを更新するもので、備荒

資金組合から資金を借入し５年間で返済するものでございます。２７４ページに移ります。

第３表、地方債です。今年度の地方債は、公営企業会計適用事業で、国が人口３万人未満

の市町村に対して求めている、上下水道事業の公営企業会計への移行に関しては、令和６

年度から公営企業会計を開始できるように移行準備業務を実施するためのもので、２ヶ年

目となります。６３０万円を限度として借入を起こすものです。なお、起債の方法、利率、

償還の方法は記載のとおりになっております。 
事項別明細書の歳出から説明いたしますので、２８０ページから２８３ページをお開き

願います。説明につきましては、予算区分の目における前年度比の増減理由を中心に行い

ますのでご了承願います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費３８４６万２千

円、前年度比６０２万４千円の減。職員人件費、一般事務費ほか検針等業務委託料ほか２

件、地方公営企業法適用化負担金、消費税納付金などを計上しております。主な増額は、

人件費及び検針等業務委託料１０５８万２千円。インボイス対応改修委託料１０９万３千

円。主な減額は、地方公営企業法適用化負担金６３１万６千円。消費税納付金７８３万３

千円となっております。２８４ページから２８５ページに移ります。２款施設費、１項施

設費、１目維持費９８５９万９千円。前年度比１万７千円の減。水道施設等に係わる維持

管理的経費で、光熱費、修繕料、新冠節婦地区管路図面作成業務委託ほか５件、メーター

器交換取付工事ほか３件を計上しております。主な増額は、光熱水費３２２５万７千円、
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施設維持管理業務委託料２２５万５千円。主な減額は、メーター器交換取付工事ほか工事

請負費とメーター器交換材料代となっております。２目受託工事費２３万円は、前年度と

同額を計上しております。一般新築住宅用のメーター器１５個分を計上しております。２

８６ページから２８７ページに移ります。３款公債費、１項公債費、１目元金１億１８１

万円、前年度比４３万２千円の増は、水道施設整備事業の長期債償に係わる元金を計上し

ております。２目利子１３９１万６千円、前年度比１２２万３千円の減は、水道施設整備

事業の長期債償還に係る利子を計上しております。２８８ページ、２８９ページに移りま

す。４款予備費、１項予備費、１目予備費１０万円は、前年度と同額を計上しております。 
続きまして、歳入について説明いたしますので、２７８ページ、２７９ページをお開き

願います。１款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料１億４９０８万円。１節

現年分１億４９０１万９千円、収納率９９．９％、滞納繰越分として６万１千円を見込ん

でおります。２項手数料、１目水道手数料１６万５千円。１節設計審査工事検査手数料１

５万円は、新築住宅等による給水工事に係る設計検査手数料としまして１５件分を見込ん

でおります。指定給水装置工事事業者指定手数料１万５千円は、更新１業者を見込んでお

ります。２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金９４３３万８千円。一般

会計からの繰入金を計上しています。３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金２００万円。

前年度繰越金を計上しております。４款諸収入、１項受託事業収入、１目受託事業収入２

２万９千円。一般新築住宅用のメーター器１５個分の売払い収入分を見込んでおります。

２項雑入、１目雑入１００万５千円。消火栓の使用に伴う６７基の消火栓管理等負担金分

です。５款町債、１項町債、１目水道債６３０万円。第３表、地方債で説明のとおりです

ので、省略させていただきます。 
以上が、議案第１８号、令和５年度新冠町簡易水道事業特別会計予算の提案内容を説明

いたしました。ご審議をたまわり原案どおりご決定いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 
続きまして、議案第１９号の提案理由の説明をいたしますので、２９５ページを、お開

き願います。議案第１９号、令和５年度新冠町下水道事業特別会計予算について、提案理

由の説明を申し上げます。令和５年度新冠町下水道事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによるものです。歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億

１３１万８千円に定めようとするものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算によるものとします。地方債、第２条、地方自

治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表、地方債によるものとします。後ほどご説明

いたします。一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額は５００万円と定めようとするものです。 
次に、地方債について説明いたしますので２９８ページをお開き願います。第２表、地

方債です。今年度の地方債は、合計２３１０万円を限度額として借入を起こすものです。
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下水道施設整備事業、限度額１６８０万円は、マンホールポンプ所長寿命化工事とマンホ

ールポンプ所電気設備更新改築工事に係るものです。公営企業会計適用事業、限度額６３

０万円は、国が人口３万人未満の市町村に対して求めている、上下水道事業の公営企業会

計への移行に関しては、令和６年度から公営企業会計を開始できるように、移行準備業務

を実施するためのもので、２年目となります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、

記載のとおりになっております。 
次に、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、３０４ページから３０７ページを

お開き願います。同じく説明につきましては、予算区分の目における前年度比の増減理由

を中心に行いますのでご了承願います。１款下水道費、１項下水道費、１目一般管理費１

９１６万７千円、前年度比１３８万８千円の減。職員人件費、一般事務費ほか地方公営企

業法適用化負担金、インボイス対応改修委託料など計上しております。主な増額は、人件

費とインボイス対応改修委託４６万９千円。主な減額は、地方公営企業法適用化負担金６

３１万６千円となっております。詳細は予算説明資料２９２ページのとおりとなっており

ます。２目施設管理費４５９５万１千円、前年度比９８万５千円の増。下水道施設ポンプ

場、管渠、マンホールポンプ等における維持管理的経費を計上しています。主な増額は、

ポンプ場施設光熱水費５４３万６千円、修繕料１１３万円、ポンプ場管理業務委託１０３

２万９千円。主な減額は、下水道事業維持管理費負担金２４２８万８千円となっておりま

す。３０６ページから３０９ページに移ります。３目下水道建設費５３８５万２千円、前

年度比９６１万８千円の減。下水道建設交付金事業関係などを計上しております。主な増

額は、新冠町特定環境保全公共下水道事業ストックマネジメント計画策定業務委託５９９

万５千円。主な減額は、マンホールポンプ所汚水ポンプ長寿命化工事及びマンホールポン

プ所電気設備更新改築工事３３６０万５千円、下水道事業建設費負担金１３９５万５千円

となっております。詳細説明資料は２９３ページのとおりです。３１０ページから３１１

ページに移ります。２款公債費、１項公債費、１目元金７５２０万９千円、前年度比１６

１万１千円の増は、下水道施設整備事業の長期債償還に係る元金を計上しております。２

目利子７０３万９千円、前年度比１３６万６千円の減は、下水道施設整備事業の長期債償

還に係る利子を計上しております。３１２ページ３１３ページに移ります。３款予備費、

１項予備費、１目予備費１０万円は、前年度と同額を計上しております。 

続きまして、歳入について、説明を申し上げますので、３０２ページ、３０３ページを、

お開き願います。１款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料４６７６万７千

円。１節下水道使用料４３５０万６千円。現年分４３４７万６千円、収納率９９．９％、

滞納繰越分として３万円を見込んでございます。２節施設使用料３２６万１千円、現年分

３２６万円、収納率９９．９％、滞納繰越分として千円を見込んでございます。２項手数

料、１目下水道手数料１万３千円。１節確認検査手数料１万円は４件分を見込んでおりま

す。排水設備工事責任技術者登録手数料３千円は２名分の更新登録を見込んでおります。

２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道費国庫補助金１９８０万円。社会資本整備
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総合交付金で、新冠町特定環境保全公共下水道事業ストックマネジメント計画策定業務委

託、マンホールポンプ所汚水ポンプ長寿命化工事、マンホールポンプ所電気設備更新改築

工事に対する補助金で、国費率は５０％でございます。３款繰入金、１項一般会計繰入金、

１目一般会計繰入金１億１１５３万８千円。一般会計からの繰入金を計上しております。

４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金１０万円。前年度繰越金を計上しております。５款

町債、１項町債、１目下水道債２３１０万円。２９８ページ、第２表、地方債で説明のと

おりですので省略させていただきます。 

以上が議案第１９号、令和５年度新冠町下水道事業特別会計予算の提案内容を説明いたし

ました。ご審議をたまわり原案どおりご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
 

◎日程第６ 議案第２０号及び日程第７ 議案２１  
○議長（荒木正光君） 日程第６、議案第２０号、令和５年度新冠町国民健康保険特別会計

事業勘定予算、日程第７、議案第２１号、令和５年度新冠町後期高齢者医療特別会計予算、

以上２件を一括議題といたします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 鷹觜保健福祉課長。 
〇保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第２０号、令和５年度新冠町国民健康保険特別会計事

業勘定予算について提案理由を説明いたします。令和５年度新冠町国民健康保険特別会計

事業勘定予算を次の通り定めようとするものでございます。歳入歳出予算、第１条、歳入

歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ８億５０３６万円と定めるものです。第２項、歳入歳

出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算によるものとしま

す。一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借

入れの最高額は５００万円と定めるものです。歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２

２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができ

る場合は、次のとおり定めます。第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用とします。 

それでは事項別明細書歳出から説明したしますので３３１ページをお開き下さい。１款

総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１５４万２千円の計上は、町国保会計におけま

す事務費の予算で、国保連合会に委託する共同電算処理業務等に係るものでございます。

２目連合会負担金５８０万９千円は、国保連合会の運営に係る、構成市町村の負担金及び

令和６年度を初年度といたします第３期データヘルス計画策定支援業務委託料を予算して

ございます。次のページをお開き願います。２項１目運営協議会費１４万円の計上は、町

国保運営協議会に係る経費でございます。１節報酬の１０万４千円は、国保運営委員９名

のうち診療所所長を除く８名分の報酬であります。次のページをお開き願います。３項１
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目共に趣旨普及費１万１千円は、被保険者に国民健康保険制度の内容等について、普及啓

蒙を図るためのパンフレット等の消耗品に係る経費であります。次のページをお開き願い

ます。２款保険給付費、１項療養諸費、１目療養給付費３億７千万円。０歳から７４歳ま

での被保険者の年間平均数を１３３１名とし、１名当たり医療給付費を２７万７９８６円

で過去５年平均により算出しております。２目療養費３２９万４千円は、柔道整復施術料

や補装具の給付に係るもので、過去５年間の平均により算出しております。３目審査支払

手数料１０１万６千円は、レセプト審査及び支払事務手数料に係る費用について計上して

おります。次のページをお開き願います。２項高額療養費、１目高額療養費５４２２万円。

過去５年間の平均により算出しております。２目高額介護合算療養費１０万円は、医療と

介護費用の１年間の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合に支給されるものです。次

のページをお開き願います。３項移送費、１目移送費１千円は科目存置の計上でございま

す。次のページをお開き願いまう。４項出産育児諸費、１目出産育児一時金２５０万円。

過去３年平均値の５件分を計上しております。１件当たり５０万円で前年度から８万円の

給付増となります。２目支払手数料２千円、出産育児一時の支払い手数料でございます。

次のページをお開き願います。５項葬祭諸費、１目葬祭費３３万円。過去３年平均値の１

１件分を計上してございます。次のページをお開き下さい。６項傷病手当金１千円は科目

存置でございます。次のページをお開き願います。３款国民健康保険事業費納付金につき

ましては北海道が算定した目的別の納付金となります。１項医療費給付費分、１目一般被

保険者医療給付費分１億８６２５万３千円。２目退職被保険者等医療給付費分３万４千円。

次のページをお開き願います。２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者

支援金等分５６５８万３千円。次のページをお開き願います。３項介護納付金分、１目介

護納付金分２２０１万２千円を計上いたします。次のページをお開き願います。４款１項

共に共同事業拠出金、１目その他共同事業拠出金千円は科目存置分です。次のページをお

開き願います。５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費

５９４万２千円。特定健診については４０歳から７５歳未満の被保険者１００４名のうち、

受診率３０％、受診見込数３０１名分の健診経費に係る予算。また特定健診受診率向上支

援業務委託分として国保レセプトデータから未受診者のデータ分析を行い、勧奨文書を発

送する委託経費を計上してございます。次のページをお開き願います。２項保健事業費、

１目保健衛生普及費４８６万６千円。医療費適正化事業として、柔道整復施術のレセプト

点検委託及び多重多剤服薬者に対する適正服薬勧奨。被保険者の保険事業の計画策定のた

め後期高齢者レセプトから医療費やフレイル分析を行う委託事業ついて計上してございま

す。次のページをお開き願います。６款１項共に公債費、１目利子千円は科目存置の計上

です。次のページをお開き願います。７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一

般被保険者保険税還付金１００万円は、過去３年平均にて算出しております。２目償還金

２千円は科目存置です。次のページをお開き願います。２項延滞金、１目延滞金１千円は

科目存置です。次のページをお開き願います。３項診療報酬支払基金委託料、１目利子１
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千円は科目存置です。次のページをお開き願います。４項繰出金、１目直営診療施設勘定

繰出金１億３３６９万８千円は、国保診療所特別会計でご説明いたします。次のページを

お開き願います。８款１項共に予備費１００万円を計上しております。 

続きまして、歳入のご説明をいたしますので３２５ページにお戻り願います。１款国民

健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税１億９５７６万７千

円。医療費分、後期高齢者支援分、介護納付分につき、一般分と退職者分で現年度と滞納

繰越に分けて、それぞれ節毎に計上しておりますが、現年度分につきましては収納率を９

８％と見込み、滞納繰越分については、１３．５％にて予算計上してございます。２款使

用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料５万円は前年実績より計上してございます。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金２万５

千円は、今年度より出産育一時金が８万円増額されますが、うち５千円分につきまして今

年度に限り国から保険者へ交付されるもので、５件分を計上いたします。次のページをお

開き願います。４款道支出金、１項道負担金、１目保険給付費等交付金５億９３９４万７

千円。１節保険給付費等普通交付金４億３１２２万２千円は、歳出で計上の保険給付費に

ついて全額交付されるものです。２節保険給付費等特別交付金１億６２７２万５千円は、

保険者努力支援分９４１万９千円、特別調整交付金１億３６６６万１千円、都道府県２号

繰入金１億５０５５万５千円は、北海道の算定に基づく計上で、特定健康診査等負担金１

０９万円については健診費用のうち道が負担するルール分を計上してございます。５款財

産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１千円につきましては科目存置です。６

款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金３７２２万８千円。１節保険基盤安定

繰入金３５３１万７千円は保険税軽減額分等に係る一般会計からのルール分です。２節未

就学児均等割保険料繰入金２４万３千円は、均等割りの２分の１軽減分を繰入するルール

により計上するものです。３節その他一般会計繰入金１６６万８千円のうち国保安定化支

援事業分１千円は科目存置分。出産育児一時金繰入金１６６万７千円は、歳出で計上しま

した、５件分の２５０万円の３分の２について、ルール分を繰り入れるものであります。

２項 1目共に基金繰入金１８００万円は歳入不足額を基金より予算化するもの。７款１項

１目共に繰越金５００万円は、前年度と同額での予算計上であります。次のページをお開

き願います。８款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金１０万円

は前年実績による計上です。２項雑入の１目滞納処分費１千円は科目存置です。２目一般

被保険者第３者納付金２４万円は賠償金納入分の計上。３目一般被保険者返納金１千円は

科目存置です。 

以上で議案第２０号の説明を終わります。ご審議を賜り提案どおりご決定下さいますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、議案第２１号の説明をいたしますので、３７３ページをお開き下さい。 

議案第２１号、令和５年度新冠町後期高齢者医療特別会計予算について提案理由を説明

します。令和５年度新冠町後期高齢者医療特別会計事業勘定予算を次の通り定めようとす
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るものであります。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８

８６９万５千円と定めるものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、第１表、歳入歳出予算によるものといたします。一時借入金、第２条、地方自

治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５００万円と定め

るものです。 

それでは事項別明細書歳出から説明したしますので３８１ページをお開き願います。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費５９万２千円。主に町の窓口業務や保険料徴

収に係る事務費について計上しております。次のページをお開き願います。２款１項１目

共に後期高齢者医療広域連合納付金８７９０万３千円。１８節負担金補助及び交付金であ

りますが、広域連合通知により計上しております。内訳は、事務費負担金３７６万６千円。

保険料負担金６３７４万２千円。保険基盤安定分負担金２０３９万５千円となります。次

のページをお開き願います。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付

金１０万円。前年度同額で予算計上しております。次のページをお開き願います。４款１

項１目共に予備費１０万円は、前年度同額で計上でございます。 

続きまして歳入についてご説明いたしますので、３７９ページへお戻り願います。１款

１項共に後期高齢者医療保険料。１目特別徴収保険料３８２４万４千円。及び２目普通徴

収保険料２５４９万７千円ですが、広域連合から通知のあった保険料額は、６３７４万円

で、このうち６０％を特別徴収分と見込み、残りの４０％を普通徴収分とし、収納率１０

０％を見込み計上しております。また、滞納繰越分１千円については科目存置でございま

す。２款使用料および手数料、１項手数料、１目督促手数料１千円は科目存置です。３款

繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金４４５万５千円。広域連合に納付する事

務費負担金３７６万６千円、その他事務費の６８万９千円の合計額です。２目保険基盤安

定繰入金２０３９万５千円は広域連合からの通知額です。４款１項１目共に繰越金１千円

は科目存置です。５款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金１千円は科目存知

です。２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金１０万円は、歳出で予算計上してお

ります還付金１０万円を、広域連合が負担するため同額を歳入計上しております。３項１

目共に雑入１千円は科目存置です。 

以上が、議案第２１号の提案理由の説明でございます。ご審議を賜り提案どおりご決定

下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
 

◎日程第８ 議案第２２号 
○議長（荒木正光君） 日程第８、議案第２２号、令和５年度新冠町介護サービス特別会

計事業勘定予算を議題といたします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 竹内特別養護老人ホーム所長。 



40 
 

〇特別養護老人ホーム所長（竹内修君） 議案第２２号、令和５年度新冠町介護サービス

特別会計事業勘定予算について提案理由の説明を申し上げます。令和５年度新冠町介護サ

ービス特別会計事業勘定予算を次のとおり定めようとするものです。第１条、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億３９６万円と定めようとするものです。第２項、歳入歳

出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算によるものです。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、第２表、債務負担行為によりますが、後ほど説明いたします。第３条、

一時借入金、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は５００万円と定めようとするものです。債務負担行為の説明をいたしますので、３９２

ページをお開き下さい。第２表、債務負担行為、業務用洗濯機購入費。現在２台の業務用

洗濯機で入所者の衣服、タオルケット等を洗濯しておりますが、そのうち平成１６年導入

の１台が老朽化により故障が多く、メーカーの部品供給が終了しているため、更新するも

のです。期間は令和５年度から９年度までの５年間で、限度額は２０９万６千円でござい

ます。導入については、北海道備荒資金組合を利用した備品として購入いたします。 
事項別明細書の歳出から説明申し上げますので、４００ページ、４０１ページをお開きく

ださい。歳出、１款総務費、１項一般管理費、１目施設介護サービス事業費２億６４９０万

１千円、前年度比４８４万５千円の減は、主に人件費の減です。特別養護老人ホームの運営

に係る経費あります。以下、説明欄に記載の節ごとに主なものを説明申し上げます。１節報

酬３４５万円は、パートタイム会計年度任用職員２名に係る報酬。前年より２名減。２節給

料から４節共済費までは正職員２２名、フルタイム会計年度任用職員５名にかかる人件費。

正職員は前年より２名減。１０節需用費４４２３万５千円は、施設の運営管理費及び入所者

に係る経費となっております。４０２ページ、４０３ページをお開きください。１１節役務

費２３３万３千円のうち、手数料１７０万１千円は、年１回実施しております施設内カーテ

ンクリーニング料、年６回実施する厨房排水管清掃、年１回実施の一般浴槽循環回路高圧洗

浄等に係る手数料、検査料となっております。１２節委託料２９９５万６千円は、施設運営

管理委託として４件、事務事業委託として６件、保守点検委託として７件、計１７件の業務

委託に係る経費で、前年より増床棟に係る分が減少しております。詳細は別冊委託料一覧を

ご参照ください。１３節使用料及び賃借料２０６万９千円で、記載の６項目となっておりま

す。４０４ページ、４０５ページをお開き下さい。２介護サービス事業運営費の１２４万７

千円については、臨時的経費を計上しております。１０節需用費６９万４千円は、災害用備

蓄食料の更新で、３日分の食品と飲料水を備蓄していますが、今年度中に消費期限が到来す

るものを購入するものです。１７節備品購入費５５万３千円は、施設管理用備品として介護

用品や生活用機器を購入するもので、主なものは給食用配膳車１台、業務用洗濯機１台の更

新を予定しております。詳細は予算説明資料３１４ページを参照下さい。次に４０４ページ

から４０７ページ。２目短期入所生活介護事業費２５４８万９千円。前年度比２０６万９千

円の増はショートステイの稼働率増加に伴うものです。ショートステイの運営管理に係る経
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費で、施設入所と併設ですので、便宜上看護師１名介護員３名分の人件費と施設管理費用を

計上しています。次に４０６ページ、４０７ページ。３目通所介護事業費８２１万１千円で、

前年度比５８万８千円の減は指定管理料の減少。１節報酬及び８節旅費は令和６年度からの

次期指定管理者を選定するための、選定委員３名に対する報酬及び費用弁償です。１２節委

託料８１８万８千円は、デイサービスセンターの運営経費を指定管理料として計上している

もの。続いて４０８ページ、４０９ページをお開き下さい。２款公債費、１項公債費、１目

元金５０２万４千円及び２目利子２３万５千円は、恵寿荘の本体棟、増床棟に係る長期債償

還元金利子で、昨年度をもって平成２２年度借り入れの浴室改修過疎債が償還終了いたしま

したので、前年より５０万１千円減少しています。続いて４１０ページ、４１１ページは、

３款予備費、１項予備費、１目予備費といたしまして、前年同額の１０万円を計上しており

ます。 
続きまして、歳入について説明申し上げますので、３９６ページをお開きください。３９

６ページから３９９ページ。１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目施設介護サービ

ス費収入１億３３８７万７千円は、恵寿荘入所者に係る法定費用の介護報酬、保険給付７割

から９割分であります。令和５年度から定員５０人、稼働率９５名で計上しております。２

目居宅介護サービス費収入１６７２万１千円は、短期入所利用者に係る法定費用の介護報酬、

保険給付７割から９割分収入です。短期入所の全体稼働率につきましては、要介護、要支援

を併せ前年度より５％増の６０％を見込んでおります。２項自己負担金収入、１目自己負担

金収入４０６６万７千円は、特養、ショートステイ及び障害者短期入所の入所者、利用者に

係る介護報酬、予防給付の自己負担１割から３割分と食費、居住費の自己負担分となってお

ります。３項特定介護サービス費収入、１目施設特定介護サービス費収入２０８４万９千円

は、特養入所者の食費、居住費で、収入階層毎の個人負担限度額と国の基準費用額との差額

が補足給付されるもの。２目居宅特定介護サービス費収入８１万３千円は、短期特定入所者

介護サービス費収入で、ショートステイ利用者の食費、居住費に対し、特養同様、差額が補

足給付されるものです。２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金８５８０万

８千円は、収支の不足する分を一般会計から繰入するものです。３款繰越金、１項繰越金、

１目繰越金、前年度繰越金としまして１５０万円を計上しております。４款諸収入、１項雑

入、１目雑入３７２万５千円は、主なものといたしまして、施設入所者日常生活費負担金１

２１万６千円、入所者貴重品管理費負担金６０万円、デイサービスセンター光熱水費１８１

万９千円などの収入となっております。 
 以上議案第２２号、令和５年度新冠町介護サービス特別会計事業勘定予算の提案理由の説

明でございます。ご審議を賜り提案どおりご決定くださいますよう、よろしくお願いいたし

ます。 
○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
 

◎日程第９ 議案第２３号  
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○議長（荒木正光君） 日程第９、議案第２３号、令和５年度新冠町立国民健康保険診療

所事業特別会計予算を議題といたします。 
 提案理由の説明を求めます。 

杉山診療所事務長。 
○診療所事務長（杉山結城君） 議案第２３号、令和５年度新冠町立国民健康保険診療所

事業特別会計予算について提案理由を申し上げます。令和５年度新冠町立国民健康保険診

療所事業特別会計の予算を、次のように定めようとするものであります。第１条、歳入歳

出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億８５２１万円に定めようとするものであります。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算に

よるものとします。第２条、一時借入金地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一

時借入金の借入れの最高額は１千万円と定めるものであります。 
それでは、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、４２７ページをお開き下さい。

主な予算内容についてのみ、ご説明さして頂きます。１款総務費、１項施設管理費、１目

一般管理費７１５８万５千円。４２８ページをご覧下さい。２節給料、３節職員手当等、 

４節共済費は、いずれも事務部門に係る人件費。１０節需用費２４４０万５千円。対前年

度比９１０万１千円の増額となっておりますが、電気料金の基本料金の増加、重油や灯油

の単価の高騰、恵寿荘の増床棟の診療所施設利用廃止に伴う費用按分の見直しにより予算

額の増加などが重なり大きく増額しております。４３０ページをお開き下さい。１２節委

託料１２６５万９千円。施設警備業務委託料など、全１７件の業務委託料であります。詳

細につきましては、別冊委託料一覧表をご参照願いたいと思いますが、増減の主な理由は、

恵寿荘の増床棟の施設利用廃止に伴い、按分方法の見直しを行っていることから予算の増

減が発生しております。４３２ページに移ります。１８節負担金補助及び交付金２５６万

６千円。対前年度対比１３１万９千円の増額となっておりますが、主な理由は、退職手当

組合負担金の予算が対前年度対比で、１３７万８千円増えたことによるものです。２６節

公課費３１１万３千円。対前年度比１５６万２千円増額となっておりますが、主な理由は、

コロナワクチン接種料金の収入増加等に伴い、消費税及び地方消費税の納付金が増加して

いることです。以上で総務費の支出予算の説明を終えます。 
次に医業費の支出予算の説明を行いますので、４３３ページをご覧下さい。２款１項１

目ともに医業費４億７７６万４千円。４３４ページをご覧下さい。１節報酬２０３５万５

千円。説明欄の出張応援医師報酬は、週末、金曜日夕方から日曜日夕方まで、ゴールデン

ウィーク、年末年始等の休日診療応援に来て頂く医師個人に支払う報酬。定期診療応援医

師報酬は、整形外科医師などの平日出張応援に来て頂く個人医師に支払う報酬。出張応援

診療放射線技師報酬は、代替技師に依頼する報酬。２節給料、３節職員手当等、４節共済

費については、事務職以外の医師や医療技術者等に係る人件費。４３６ページに移ります。

１０節需用費２２５０万円。医薬材料費は、入院患者さんや休日夜間の救急患者さん用の

医薬品全般、注射液、ワクチン類、血液、酸素など幅広く支出する予算。１２節委託料４
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１８９万８千円。医事業務委託料など全２１業務委託料であります。最低賃金の増額に伴

う管理費の増、資材費等の高騰による増などの理由より増減をしております。詳細につき

ましては、別冊の委託料一覧表をご参照願います。１３節使用料及び賃借料７２万円。対

前年度比１１２万２千円減額となっておりますが、令和４年度まで支出していた血液検査

等の検査スピードを上げる機器であります多機能小型自動分析装置借上料が支払い期間満

了になっておりますので、予算額が減っております。１８節負担金補助及び交付金３７９

９万７千円。対前年度比対比１９４３万６千円増加しておりますが、主な理由は、退職手

当組合負担金の予算が、対前年度対比で１８２３万８千円増えたことによる増加でありま

す。４３８ページに移ります。２目施設費、１０節需用費５０万円。医療機器の修繕予算

です。４４０ページに移ります。１款１項公債費、２２節償還金利子及び割引料の予算計

上については、過去において医療機器の整備をした際、借入した過疎債、合わせて５本の

町債元金及び利子の支払い予算。 
次に歳入の説明をいたしますので、４２６ページをお開き下さい。４２６ページ、上か

ら節の内容を説明します。健診等収入２０４０万２千円。会社や個人の健康診断、ワクチ

ン接種料金などの収入予算。入院診療収入７１１７万５千円。前年度同額の予算確保を目

指し計上しております。外来診療収入８７１２万円。令和４年度における外来患者数や収

益等を総合的に考慮いたしまして、積算予算計上しております。使用料３５万円入院患者

さんから頂く病衣使用料の収入。手数料７５万円。診断書や証明書発行料の収入。委託料

収入３００万円。恵寿荘入所者の定期回診等健康状態管理のための医師派遣収入。道補助

金２１５９万６千円。診療所医療技術職員などの人件費を対象とする電源立地地域対策交

付金収入を診療所事業特別会計において予算計上するもの。一般会計繰入金１億４５４４

万４千円。診療所事業運営にかかる収入支出の収支不足分を一般会計から繰入するもので

ありますが、本年度繰入金額が大きく増額となっている主な理由につきましては、退職手

当組合負担金、光熱水費や燃料費の増額に伴い増加となっております。国保会計繰入金１

億３３６９万８千円。国保会計を経由して国保特別調整交付金を収入する予算。繰越金１

００万円。前年度同額の１００万円と致します。雑入６７万５千円。自動販売機の設置料

収入などであります。 
以上が、議案第２３号の提案理由でございます。ご審議を賜り提案どおりご決定下さい

ますようよろしくお願いいたします。 
○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
 

◎日程第１０ 会議案第１号 
○議長（荒木正光君）日程第１０、会議案第１号、特別委員会の設置についてを議題とい

たします。 
 ただいま提案理由の説明がありました、議案第１７号から第２３号までの７件について

は、新冠町議会委員会条例第５条第１項及び第２項の規定により、議会としてこれを慎重



44 
 

審議するため、議員全員で構成する令和５年度新冠町一般会計等予算審査特別委員会を設

置し、議案第１７号から第２３号までを付託の上、審査することにいたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒木正光君） 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１７号から第２号までの７件は、ただいま設置されました令和５年度新

冠町一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 
 なお、ただいま設置されました令和５年度新冠町一般会計等予算審査特別委員会におい

ては、正副委員長を互選し、後刻報告願います。 
 
   ◎閉議宣告 
○議長（荒木正光君） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれをもって散会いたします。 
ご苦労さまでございました。 

（午後３時９分 散会） 
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以上、会議の顛末は書記が記録したものであるが、その内容に 
  相違ないことを証明するため、ここに署名する。 
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